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はじめに

本市における市民 施設は、武 蔵野市基本 構想長期計画で示 された次の

ような考え方を継 承し配置さ れてきた。 その基本となる考 え方は、市 民

の 生 活 空 間 を 、 地 域 生 活 単 位 と し て の 「 コ ミ ュ ニ テ ィ レ ベ ル 」、 よ り 広

い 交 流 を 図 る 場 と し て の 三 駅 の 「 駅 勢 圏 レ ベ ル 」、 さ ら に 市 域 全 域 を 対

象とする ｢市全域 レベル ｣の三 層のレベル を想定し、どのレ ベルに配置 す

べき施設であるか を位置づけ た上で計画 的に配置していく というもの で

ある。さらに、市 民施設の設 置にあたっ ては単一目的の施 設建設をで き

るだけ避けるとと もに、民間 施設の活用 も積極的に図ると いう考えで あ

る。これらの考え 方により、 コミュニテ ィセンターや図書 館をはじめ と

する市民施設が効 率的、効果 的に配置さ れてきた。

一方で、時代の変 化とともに 市民生活に 必要とされる施設 は増加し、

求められる機能は 多様化した 。それに対 応するために施設 の充実を進 め

てきた結果、福祉 施設や市民 施設などの 公共施設は１３０ 施設以上を 数

え、総床面積は３ ２万㎡に達 している。 これらの公共施設 には昭和３ ０

～４０年代に建築 された施設 も多く、そ の更新は「第三次 武蔵野市行 政

改革を推進するた めの基本方 針」に掲げ た都市インフラの リニューア ル

とともに、今後の 市政運営の 大きな課題 となっている。

加えて、少子高齢 化の進展等 により今後 予想される行政需 要の増大や

新たな政策課題へ の対応も想 定される中 で、現有資産をで きる限り有 効

に活用しながら、 持続可能な 都市を維持 していくことが求 められてい る。

公共施設配置の検 討は、施設 配置のある べき姿や各々の用 地を何に利

用すべきかという 観点からの みで検討で きるものではなく 、公共施設 の

配置により解決す べき公共課 題は何かと いう観点を基軸に 、現在の施 設

の配置の状況や未 利用地・低 利用地の状 況を踏まえながら 総合的に検 討

していく必要があ る。

そこで、本委員会 においては 、限られた 財源の中で、３０ ～４０年先

を見据えた公共施 設の適正な 配置を行っ ていくため、保有 する既存の 施

設ストックを機能 と必要性の 観点から把 握し、今後必要と 考えられる 施

設サービスを整理 した上で、 未利用地・ 低利用地の活用の あり方を踏 ま

え、第五期基本構 想・長期計 画策定のた たき台として、公 共施設配置 の

原則と個々の施設 の今後のあ り方につい て検討を行った。
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図表 2

竣工年度別延床面積
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＊ た だ し 、 松 露 庵 は 除 く 。

Ⅰ 公共施設を取り巻く状況と課題

(1)施設の老朽化

本 市 の 公 共 施 設 は 、 昭 和 30

年代に公会堂や 一部の学校校 舎

が整備され、以 降、学校や保 育

園、コミュニテ ィセンター等 が

急速に整備され た。このため 、

すでに本市の公 共施設の半数 は

30 年以上経過し ており、 20 年

後には、築 40 年以上の建物 が

約 8 割近くを占めることとな る。

(2)行政需要の変化

公共施設は、必要 な行政サー ビスを効果 的に提供するため に設置さ

れたものであるが 、必要な施 設は、量的 には概ね充足して いると言え

る。しかし、建築 当初に想定 した目的や 用途が、時代の変 化とともに 、

市の施策の中で優 先度が低下 したり、求 められるサービス 内容に変化

が生じている。

図表 1 竣 工年度 別延床 面積 (市の管 理する 施設 )
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新規施設等のランニングコスト

市立小中学校、保育園等の公共施設の建
替え、保全、維持修繕等費用

クリーンセンター建替え費用

下水道再構築費用約

道路改良、新設費用

武蔵境、吉祥寺駅周辺整備費用

(3)厳しい財政状況と新たな政策課題への対応

税収の増額は見込 めないにも かかわらず 、道路、下水道と いった都

市インフラの更 新、多くの公

共施設の維持管 理やリニュー

アルに対して多 額の経費が見

込まれていると ともに、増大

する行政需要や 新たな行政課

題への対応が必 要になってい

る。

(4)未利用・低利用財産の有効活用

本市においてはこ れまで、過 密都市にお いては困難な公共 用地の先

行取得に取り組み 、資産価値 が高いまと まった資産を有し ている。そ

のうち、一部の財 産について 、使用目的 が明確でない未利 用地や、低

利用・暫定利用等 により有効 に活用され ていない状況があ る。

(5)公共施設建て替えの制約

今後、多くの施設 において公 共施設の更 新を行うこととな る。既存

施設が立地してい る同一敷地 での建て替 えが前提となると 、既存建物

の取り壊しの後に 新たな施設 を建築しな ければならず、行 政サービス

が一時停止するこ ととなり、 福祉施設等 では影響が大きく 、更新その

ものが困難になる ことも考え られる。

仮設施設での業務 を継続しな がら建て替 えを行うことも考えられる

が、仮設用敷地と 仮設費用の 負担が発生 することになる。

図 表  3 今後 20 年間 に見込 まれ

る 大型投 資等の推計

(水 道 事 業 会 計 分 は 除 く )

《 第 三 次 武 蔵 野 市 行 財 政 改 革 を 推 進 す る

た め の 基 本 方 針 》 よ り 引 用
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Ⅱこれまでの公共施設配置の考え方

(1)武蔵野市基本構想・長期計画（昭和 46～ 55 年度）

本市においては、 第一期の基 本構想・長 期計画において、コミュニ

ティを市民生活の 基礎単位と する位置づ けを行った。次に 、コミュニ

ティを基礎とし、 より広い交 流をはかる 場として、三駅の 駅勢圏を前

提に三つの地区を 構想し、さ らに市の全 域を加え、三層か らなる地域

生活単位に応じて 、それぞれ に必要な施 設を配置する、市 民施設のネ

ットワークの構築 を掲げた。

また、市民施設の ネットワー クの具体化 のために留意する 点として 、

用地の先行取得の 必要性とと もに、大型 会館の建設にあた っては、多

目的利用を考え、 婦人会館、 教育会館、 労働会館などの単 一目的の会

館の建設をできる だけさける ことも掲げ ている。

(2)第二期基本構想・長期計画（昭和 56～ 67 年度）

第二期基本構想・ 長期計画に おいては、 三層構造を前提と した前長

期計画における市 民施設のネ ットワーク 計画が、現実には コミュニテ

ィレベルの整備が 中心であっ たことから 、三層構造の再編 整備を掲げ 、

あらためて各層に 必要な施設 が構想され た。

図表 4  市 民施設 の再編 整備と 三層 構造

地 域
施 設
区 分

コ ミ ュ ニ テ ィ レ ベ ル ３ 圏 域 レ ベ ル 全 市 レ ベ ル

必

置

の

市

民

施

設

の

種

別

○ 学 校

○ 保 育 園

○ コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ

ー

○ 児 童 公 園 、 児 童 遊 園

○ 市 民 会 館

○ 図 書 館 分 館

○ 体 育 館

○ 運 動 公 園

具

体

的

事

業

・

市

民

施

設

１ 学 校 開 放 の 強 力 推 進

２ コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ

ー

の 中 央 地 区 の 開 設

３ コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ

ー

の 吉 祥 寺 南 地 区 （ 御 殿

山 ） の 開 設

４ コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ

ー の 関 前 ・ 桜 堤 １ 丁 目

地 区 の 新 設

５ コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ

ー の 吉 祥 寺 南 地 区 の 新

設

１ 武 蔵 境 市 民 会 館 （ 現

武 蔵 野 市 民 会 館 ） の 改

築

２ 吉 祥 寺 市 民 会 館 （ 現

武 蔵 野 公 会 堂 ） の 改 築

３ 図 書 館 の 本 館 ・ 西 部

分 館 ・ 東 部 分 館 の 開 設

の 検 討

４ 総 合 体 育 館 の 建 設

（ 東 部 ・ 西 部 は 吉 祥 寺

市 民 会 館 、 武 蔵 境 市 民

会 館 と 併 設 ）

５ 屋 外 運 動 場 と し て の

運 動 公 園 を 圏 内 に 整 備

１ 市 民 ホ ー ル の 建 設

２ 郷 土 資 料 館 の 建 設

３ 総 合 教 育 セ ン タ ー

の 建 設

４ 老 人 福 祉 会 館 （ 現

福 祉 会 館 ） の 改 築

５ 障 害 者 福 祉 セ ン タ

ー の 開 設

６ 市 民 美 術 展 示 場 の

設 置

７ 市 民 健 康 セ ン タ ー

の 設 置 に つ い て 検 討

（「 第 二 期 基 本 構 想 ・ 長 期 計 画 第 4 章 計 画 の 重 点 施 策 １ ． ５ つ の 優 先 事 業

( 4 )市 民 施 設 の 新 ネ ッ ト ワ ー ク の 形成 」 よ り ）



5

※参 考 第二 期基 本 構想 ・長 期計 画 に お い て 「 市民 施設 の三 層 構造 」に位

置付 けられているが 未設置 （未改 装）の施 設はつぎのとおり 。

(3)第二期長期計画第一次調整計画（昭和 60～ 65 年度）

「（ 前 略 ）市 政 や 市 民 活 動 の 活 発 な 展 開 に 必 要 な 施 設 は 、 後 述 の 重

点事業のものづく りや、個別 項目のなか に含まれているも のを除いて 、

一通り出そろった ものと考え られる。そ こで今後は、施設 の建設は抑

制基調とし、むし ろ既存の施 設を効率的 に活用すること、 その中身を

充 実 さ せ て い く こ と に 努 め て い く こ と に す る 。」 と し 、 大 枠 で の 施 設

整備の完了ととも に、施設の 建設を抑制 基調とする方向性 を示した。

(4)第三期長期計画以降

市 民 活 動 に 必 要 な 基 本 的 な 施 設 は 整 備 さ れ 、 第 三 期 長 期 計 画 以 降 、

「優先事業」とし て個別の目 的を持った 施設整備の記述は あるものの 、

三層構造の考え方 に基づく施 設整備はう まく機能してきた と考えられ

る。しかし、これ までコミュ ニティセン ターを多目的施設 として利用

してきたが、市民 活動の広が りや、新た な政策課題の出現 等もあり、

それではまかない きれない機 能も必要と され、テンミリオ ンハウスや

0123 施設等個別の目的 を持った施設 の整 備が進められた。

しかし、第四期長 期計画にな ると、施設 整備に関し「つく る時代か

ら使う時代」とい う言葉とと もに、公共 施設の計画的整備 が課題とな

ってきた。今後、 この先の建 替え時期を 見据え、これらの 多様な施設

のあり方を整理し ておく必要 がある。

また、現在、ファ シリティマ ネジメント （ＦＭ）の導入に より、適

正な維持管理を実 施すること で施設の延 命化を図り、施設 の有効活用

に努めているが、 さらに、施 設マネジメ ント白書の作成な どにより、

施設を「総合的に 」把握し、 全体最適を 図っていく必要が ある。

３圏域レベル 全市レベル

１ 吉祥寺市民会館 （現武蔵野公 会堂 ）の 改築

２ 東部 ・西部地区 への 体育館

３ 屋外運動場 としての 運動公園 を圏内に 整備

１ 郷土資料館

２ 総合教育 センター
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Ⅲ今後の市民施設ネットワーク

(1)三層構造

コミュニティレベ ル、三圏域 レベル、全 市レベル各々の生 活空間に

おいて必要な施設 を配置する 三層構造の 考え方は基本的に 維持してい

くこととし、今後 、新たな機 能を有する 施設を設置する場 合は、三層

構造への位置づけ を明確にし たうえで実 施する。

ただし、待機者等 の状況に応 じて配置の 必要な、保育園を含む福祉

施設や駐輪場、及 び徒歩圏内 への配置を 前提に整備を進め ている公園

については、個別 計画におい て適切な配 置を計画するもの とする。

  また、広域化 によるスケ ールメリッ トが見込まれるも のについて は、

周辺自治体との広 域化、共同 化も視野に 入れ検討するとと もに四市行

政連絡協議会等、 周辺自治体 施設との相 互利用を推進する 。

(2)三層の各レベルにおける計画

①コミュニティレ ベル

・ 本市において は、地域生 活単位とし てコミュニティを構想し、

市は市民のコミ ュニティづく りのために 、必要な市民施設 を整備

してきた。一方 、既存施設と は別に高齢 者や親子、青少年 の「居

場 所 」 が つ く れ な い か と い う 意 見 が あ る 。 広 い 意 味 で の 「 居 場

所」については 民間施設も含 め様々な施 設が考えられるが 、市の

公共施設として 求められてい るこのよう な機能は、本来コ ミュニ

ティセンターが 担うべき機能 であり、地 域の課題解決にあ たって

は、今後もコミ ュニティセン ターがその 中核を担っていく 必要が

あることに変わ りはない。コ ミュニティ センターが、改め て地域

の人々が出会い 、集まり、交 流する場と して、また、多様 な市民

活動の拠点とし て、時代の要 請に応じた 多目的な利用が図 れるよ

う、各々のコミ ュニティの要 請に応じて リノベーションを 進める

こととする。

・ 市民会館につ いては、境 、境南町東 部地区が、コミュ ニティセ

ンターへのアク セスが困難な 地域である ことを踏まえ、廃 止する

図 書 室 ス ペ ー ス を 地 域 開 放 型 の 集 会 ス ペ ー ス と し て 活 用 す る 。

（「Ⅵ個別施設に ついての方向 性」参照）。

・ テ ン ミ リ オ ン ハ ウ ス に つ い て は 、「 地 域 の 人 材 又 は 建 物 を 有 効

に活用」すると いう観点で、 土地建物の 提供の申し出があ った際、

既存の高齢者在 宅支援施設の 配置も勘案 して配置する。そ の際、
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最大でも地域社協 の配置地域 ごとに 1 ヶ所ずつとする。

・ 子どもクラブ 機能につい ては、校内 移転を完了する。

②地区（三圏域） レベル

・ 現在、実態と して三圏域 施設として 機能している市政 センター

については、自 動交付機によ るサービス や休日夜間開庁の 状況等

を踏まえて、市 役所全体の窓 口サービス のあり方を検討し ていく

中で、市政セン ターのあるべ き姿につい ても改めて整理し た上で、

適切な施設配置を 検討する。

・ 三 圏 域 レ ベ ル に 必 置 の 施 設 と し て 、 0123 施 設 及 び こ ど も テ ン

ミリオンハウスを 位置づける 。

・ 公会堂につい ては、吉祥 寺駅周辺の 他の公共施設の再 配置を検

討する中で、現 行の機能の必 要性を精査 した上で、建替え を検討

する（「Ⅵ個別施 設についての 方向性」参 照）。

・ 健康の維持・ 増進のみな らず、スポ ーツを通じた仲間 づくり、

地域づくりとい う観点からも 、地域で手 軽に運動が行える 場が求

められている。 そこで、武蔵 境圏に、従 来からの懸案であ る運動

公園を設置する （「Ⅵ個別施 設についての 方向性」参照）。 体育館

については、旧 桜堤小体育館 を使用する 。吉祥寺圏につい ては、

現時点では用地 の確保が困難 であるが、 将来的には、土地 の有効

活用等により、配 置を検討す る。

③全市レベル

・ 既存施設のう ち、コミュ ニティレベ ル、三圏域レベル とした施

設 及 び 個 別 計 画 で 配 置 を 計 画 す る こ と と し た 施 設 (7P-Ⅳ (1)三 層

構 造 )以 外 に つ い て は 、 原 則 と し て 全 市 レ ベ ル の 施 設 に 位 置 づ け

る。

・ 新 た な 行 政 需 要 に 伴 う サ ー ビ ス の 提 供 に 際 し 、「 公 共 施 設 配 置

の原則」に沿っ て新たに施設 を設置する 場合は、コミュニ ティや

三圏域に設置す る必要がある と認められ る場合を除き、全 市レベ

ルの施設として位 置づける。

・ 全市レベルに おいて、必 要とされる 施設のうち、周辺 自治体と

の広域化、共同 化に拠る方が 、その施策 目的の達成に有効 な場合

は、周辺自治体へ の施設設置 を検討する 。

・ 歴史資料館を 開設する（「Ⅵ個別施設 についての方向性 」参照）。
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Ⅳ 公共施設配置の原則

これまで計画的に 築き上げて きた多様な 施設を、今後も市 民参加、市

民文化の基本施設 として、ま た、市民の 社会生活を支える 基盤として 役

立てられるよう、 公共施設の 更新を着実 に実施し、維持し ていかなけ れ

ばならない。また 、新たな行 政需要に対 してもサービス提 供を行い、 施

設 を 通 じ た 行 政 サ ー ビ ス を 継 続 し て 提 供 し て い く 必 要 が あ る 。そ こ で 、

「公共施設配置の 原則」を定 めることと し、公共施設の新 築や改築を 実

施する場合は、本 原則に基づ き行うもの とする。

本原則においては 、所有して いる土地を 有効に活用するこ とで、公共

施設の再配置を行 うことを基 本とする。

こ れ に よ り 、 30～ 40 年 先 を 見 据 え た 、 必 要 な 公 共 施 設 の 適 正 配 置 を

行う。

(1)施設総量の抑制

今後、公共施設に よる行政サ ービスの提 供に際しては、現 在ある施

設の活用、転用及 び複合化を 基本とし、 施設の総量を抑制 していく。

  ① 新たな行 政需要に伴 うサービス の提供に際しては 、現在ある 施

設の活用、転用 を基本とし、 原則として 新規の施設建築は 行わな

い。これにより、 施設の総量 を抑制して いく。

② 新規施設の設 置を検討す る場合にお いては、政策目的 、実現手

段を明確にした うえで、既存 の他施設と の統合や複合化を 含めて

検討することと し、そのラン ニングコス トを含めた経費や 施設設

置の政策効果につ いても事前 に検討する 。

③ 建て替えを検 討する場合 は、施設が 提供するサービス 継続の必

要性を精査した 上で、既存の 他施設との 統合や複合化を含 めて検

討する。

④ 新設、建て替 えを行うに あたっては 、サービス提供に必要な機

能を精査し、施設 の規模を抑 制していく 。

⑤ 用途の役割を 終えた施設 やその機能 に重複がある場合 について

は、廃止・統合を 検討する。

⑥ その他の施設 においても 、施設の必 要性や維持管理経 費等を考

慮し必要に応じて 廃止・統合 を検討する 。

⑦ 廃止・統合が 可能な借地 、借家施設 については、返却 を進める

ことで経常経費を 節減する。

⑧ 本市単独で設 置するには 非効率であ るなど、広域化に よるスケ
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ールメリットが 見込まれる業 務について は、その機能と市 民の利

便性を踏まえた うえで、周辺 自治体との 広域化、共同化も 視野に

入れ施設配置を検 討する。

(2)施設の計画的な維持更新

継続して活用する 施設におい ては、維持 ・修繕を計画的に実施し、

できる限り延命化 を図る。そ の上で、財 源との整合を図り ながら計画

的に更新を行う。 特に、コミ ュニティセ ンターについては 、必要に応

じてリノベーショ ンを行うこ とで、今後 も地域の中核施設 として、時

代の変化にあわせ た活用を図 るものとす る。

なお、更新を行う 際は、施設 総量の抑制 の原則に沿ってス クラップ

アンドビルドの検 討を行う。

(3)施設更新のための土地活用

市が保有する土地 を、施設更 新のための 建て替え用地とし て活用す

ることで、既存施 設における 行政サービ スを継続しながら 新たな土地

に施設を建設して いく。施設 完成後、施 設が移転した空地 については 、

他の施設の建て替 え用地とし て活用する ことで、仮設用地 の確保や仮

設建物の設置に伴 う時間や費 用を節減し 、コストパフォー マンス に優

れた都市のリニュ ーアルを着 実に実行し ていく。

① 今後更新が必 要となる施 設の規模や 用途を精査した上で、施設

建 設 に 活用 が 見 込め る 土地 (未 利 用・ 低 利用 地 )に つ いて は 、 施 設

更新のための建て 替え用地と して使用す ることを原則とす る。

② ①による活用 が困難と考 えられる土 地についても、公 園・緑地

の新設拡充やコ ミュニティに おける課題 解決に向けた活用 を検討

するものとする。

③ 長期的な視点 で見ても活 用の見込め ない未利用地につ いては、

売却等を検討し、 収入の確保 を図る。

④ 売却等によっ て得られる 収入につい ては、新たな建て替え用地

の取得等に活用 できるよう、 原則として 、公共施設整備基 金に繰

り入れるものとす る。
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(4)対象とする土地及び建物

本原則の対象とす る土地及び 建物は、以 下のとおりとする 。

①本市の所有する 公有財産の 内、土地及 び建物。

②本市が借用して いる土地及 び建物。

③土地開発公社の 所有する土 地。

④建て替え用地を 活用し、施 設更新時に おいても公共サー ビスの提供

を担保すべき施設 は、特別養 護老人ホー ム等の入所施設や学校、保

育所等、他の施設 ではその機 能を代替で きない施設に限る ものとす

る。

⑤民間が運営する 保育所や福 祉施設等に ついても、提供す るサービス

の公共性、サービ ス継続の必 要性等を勘 案したうえで、建 替え用地

の活用の対象とす る。
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Ⅴ 個別施設についての方向性

用途の廃止が予定 されている 施設、施設 の老朽化やバリア フリー等に

課題のある施設、 主要な未利 用地等につ いて、以下のとお り委員会と し

ての方向性を検討 した。

(1)武蔵野公会堂

【区 分 】集 会 施 設 【三 層 構 造 】三 圏 域 【設 置 年 】昭 和 38 年 度

【敷 地 】1871.55 ㎡ 【延 床 】2488 .44 ㎡ 【用 途 地 域 】商 業 80/600

【現 況 】ホール 350 席 （固 定 席 ）、会 議 室 45 名 ×4 室 、24 名 ×1 室 、18 名

×1 室

【課 題 】

・老 朽 化 、バリアフリー化 。

・吉 祥 寺 駅 前 という好 立 地 にあり、利 用 率 も高 い（ホール 85％）。

【計 画 等 記 述 】

（第 四 期 調 整 計 画 ）今 後 、 公 会 堂 のあ り方 に ついて、建 替 え も含 めて 研 究 を

行 う。

（吉 祥 寺 グランドデザイン）施 設 が 古 くなりつつ ある 武 蔵 野 公 会 堂 に関 する将

来 展 望 の確 立 。

（「NEXT －吉 祥 寺 」）老 朽 化 対 策 やバリアフリー 対 応 を 図 るため、建 替 え を視

野 に入 れた、市 有 地 の利 活 用 を検 討 する。

(2)吉祥寺美術館音楽室

【区 分 】集 会 施 設 【三 層 構 造 】 ― 【設 置 年 】平 成 13 年 度

【敷 地 】 ― 【延 床 】150 ㎡

【現 況 】F.F ビル 7 階 吉 祥 寺 美 術 館 内

※振 動 、大 音 響 等 により 、吉 祥 寺 美 術 館 館 内 での使 用 に 適 当 でないと認 め

られるもの（打 楽 器 、電 気 系 統 の楽 器 等 ）の使 用 は不 可 。

【課 題 】

・美 術 館 の 展 示 室 が狭 く、パッケージの企 画 展 示 が出 来 ない等 、自 主 企 画 の

制 限 も大 きく、美 術 館 の機 能 が制 限 されている。

・音 楽 室 出 入 りの 際 の音 漏 れや出 入 りする人 の声 や音 等 、 展 示 室 の 静 寂 が

守 れない。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (2 )施 設 の計 画 的 な維 持 更 新 。

老朽化対策やバリアフリー対応を図るため、吉 祥寺駅周辺の公共施 設全

体の再配置を進める中で、必要な機能を精査 した上で、建替えを検討する。
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【計 画 等 記 述 】

（ 第 四 期 調 整 計 画 ） 吉 祥 寺 美 術 館 は 、今 後 、魅 力 あ る 企 画 を 充 実 さ せ 、 一

層 の活 用 を 図 るため、企 画 展 示 室 の拡 張 や設 備 面 の充 実 など様 々な角 度 か

らあり方 を検 討 する。

（平 成 21 年 度 個 別 事 務 事 業 評 価 ）美 術 館 の拡 充 の要 否 とあわせて、音 楽

室 の移 転 又 は廃 止 について検 討 していく。

(3)本宿子どもクラブ

【区 分 】こども施 設 【三 層 構 造 】コミュニティ 【設 置 年 】昭 和 56 年 度

【敷 地 】350.88 ㎡ 【延 床 】106 .03 ㎡

【用 途 地 域 】第 一 種 低 層 住 居 専 用 40/80

【現 況 】2 階 本 宿 子 どもクラブ 、１階 老 人 クラブ等 の団 体 が年 に数 回 利 用 。

本 宿 東 公 園 (都 市 公 園 )に隣 接 。

【課 題 】

・唯 一 残 った学 校 外 クラブで、校 内 移 転 が想 定 される。

・1 階 利 用 団 体 への対 応 。

(4)下水道ポンプ場跡地

【区 分 】未 利 用 地 ・低 利 用 地 【三 層 構 造 】 ― 【設 置 年 】 ―

【敷 地 】2099.87 ㎡ 【用 途 地 域 】第 一 種 低 層 住 居 専 用 40/80

【現 況 】行 政 財 産 (下 水 道 施 設 )、 本 田 東 公 園 と一 体 的 に仮 設 の 下 水 ポン

プ場 公 園 として活 用 中 。

普 通 財 産 (宅 地 分 )、住 宅 2 棟 あり（敷 地 面 積 未 算 入 ）。

【課 題 】 用 途 未 定

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (1 )施 設 総量 の抑 制 －①、－⑤。

美術館の拡充の要否とあわせて、音 楽室の移 転又は廃止を検討する。

【検 討委 員 会 における結論 】⇒Ⅳ原 則 (2 )施 設 の計 画 的 な維 持 更 新 、(3 )土 地 活 用

－②。

校内移転を行った後、建物は解 体し、本宿東 公園を拡張する。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (3 )土 地 活用 －②。

本田東公園を拡張し、仮設公 園部分についても都市公園とする。
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(5)有里寿駐車場 /西友吉祥寺店駐車場

【区 分 】未 利 用 地 ・低 利 用 地 【三 層 構 造 】 ― 【設 置 年 】 ―

【 敷 地 】 851 .41 ㎡  / 1933.33 ㎡ 【 用 途 地 域 】 第 一 種 低 層 住 居 専 用

50/150

【現 況 】

・有 里 寿 駐 車 場 →平 成 22 年 度 荷 捌 き施 設 と駐 輪 場 の共 同 施 設 開 設

・西 友 吉 祥 寺 店 駐 車 場

【課 題 】

平 成 22 年 度 荷 捌 き施 設 と駐 輪 場 の 共 同 施 設 が開 設 されるが、運 営 想 定

期 間 の 10 年 後 の活 用 については、今 後 の課 題 。

【計 画 等 】

(第 四 期 調 整 計 画 ) 

吉 祥 寺 圏 の 都 市 基 盤 整 備 ：駐 輪 場 の確 保 は、長 年 の懸 案 であり、公 共 用

地 の立 体 利 用 や地 下 空 間 利 用 など抜 本 的 な 対 策 を検 討 する。

（「NEXT－吉 祥 寺 」）

西 友 ・有 里 寿 駐 車 場 を 拠 点 とした地 下 駐 車 場 構 想 については一 時 棚 上 げ

とするなど（略 ）、駅 ・軸 ・エリアの整 備 を組 み合 わせて展 開 します。

荷 捌 き車 両 対 策 ・有 里 寿 駐 車 場 に共 同 荷 捌 き場 を整 備 する。

自 転 車 駐 車 場 対 策 ・有 里 寿 駐 車 場 に自 転 車 駐 車 場 を整 備 する。

(6)吉祥寺東部地区自転車駐車場

【区 分 】未 利 用 地 ・低 利 用 地 【三 層 構 造 】(駅 周 辺 )【設 置 年 】

【用 途 地 域 】商 業 80/600

【現 況 】【敷 地 】

・自 転 車 駐 車 場 :吉 祥 寺 大 通 り東 294 .39 ㎡

・暫 定 自 転 車 駐 車 場 :吉 祥 寺 大 通 り東 第 4（借 地 ）167 .79 ㎡ 、吉 祥 寺 大

通 り東 第 3  97.58 ㎡ 、吉 祥 寺 東 210 .24 ㎡ 、

吉 祥 寺 第 3 364 .8 ㎡

【課 題 】

まちづくり種 地 として取 得 。今 後 も駐 輪 場 としての需 要 は大 きい。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (3 )土 地 活用 －①。

当 面 は、荷 捌 き施 設 と駐 輪 場 の共 同 施 設 として活 用 する。長 期 的 には、

吉 祥 寺 駅 周 辺 の公 共 施 設 全 体 の再 配 置 を進 める中 で活 用 方 法 を検 討 す

る。
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【計 画 等 記 述 】

（第 四 期 調 整 計 画 ）将 来 ビジョンとして地 元 関 係 者 が中 心 となって策 定 を進

めている 地 区 計 画 を基 礎 として、 市 有 地 の 活 用 も含 め 、新 たな まちづく りへ

の歩 みを支 援 していく。

（「NEXT－吉 祥 寺 」）現 在 暫 定 自 転 車 駐 車 場 として 利 用 している低 未 利 用

地 の 高 度 利 用 化 、居 住 環 境 の改 善 、 エリアの 活 性 化 等 を目 指 し 、近 隣 地

権 者 と の 共 同 ビル 化 も 視 野 に入 れ、 利 活 用 方 策 を 検 討 する 。 都 市 整 備 の

代 替 地 もしくは代 替 床 など、様 々な角 度 から検 討 する。

(7)本町コミュニティセンター

【区 分 】集 会 施 設 【三 層 構 造 】コミュニティ 【設 置 年 】昭 和 54 年 度

【敷 地 】267 .76 ㎡ 【延 床 】507 .02 ㎡ 【用 途 地 域 】商 業 80/600

【現 況 】コミュニティセンター

【課 題 】手 狭 、バリアフリーへの対 応 困 難 。(EV 物 理 的 に設 置 スペースが無

い。階 段 昇 降 機 も、防 火 シャッターがあり設 置 困 難 。)

【計 画 等 記 述 】

（第 四 期 調 整 計 画 ）コミュニティセンターの中 には、(略 )設 備 の改 善 や、一 層

の バリアフリー化 が必 要 とされているものがある。これらについては 、対 策 を検

討 し、計 画 的 に改 善 を図 っていく。

（第 ６期 コミュニティ市 民 委 員 会 ）エレベーターがない施 設 や、老 朽 化 した施

設 など、施 設 ・設 備 の改 善 が必 要 なものもある ことから 、財 政 的 な制 約 や将

来 的 な人 口 減 少 なども踏 まえつつ、計 画 的 に改 善 を図 っていくことが必 要 で

ある。

（「NEXT －吉 祥 寺 」）（略 ）本 町 コミュニティセンターの老 朽 化 対 策 やバリアフ

リー対 策 を 図 るため、建 替 えを視 野 に入 れた、市 有 地 の利 活 用 方 策 を 検 討

する。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (3 )土 地 活用 －①。

吉 祥 寺 駅 周 辺 の公 共 施 設 全 体 の再 配 置 を進 める中 で、高 度 利 用 による

吉 祥 寺 駅 周 辺 の駐 輪 スペースを確 保 した上 で、周 辺 土 地 の取 得 や近 隣 地

権 者 との共 同 ビル化 も視 野 に入 れ、公 共 施 設 建 替 え用 地 として活 用 を図

る。
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(8)旧泉幼稚園跡地

【区 分 】未 利 用 地 ・低 利 用 地 【三 層 構 造 】 ― 【設 置 年 】 ―

【敷 地 】1813 .53 ㎡ 【用 途 地 域 】第 一 種 低 層 住 居 専 用 50/100 、第 一 種

住 居 60/200

【現 況 】

・更 地 (跡 地 利 用 の 計 画 が 定 まる までの 間 、暫 定 的 な 利 用 がで きるよう 、整

地 工 事 等 を実 施 。)。

・「泉 幼 稚 園 跡 地 利 用 を考 える会 実 行 委 員 会 」による子 どもに関 わるイベン

ト、及 び井 之 頭 小 学 校 による一 時 使 用 。

【課 題 】

・平 成 20 年 ５月 より、庁 内 に「泉 幼 稚 園 跡 地 利 用 検 討 委 員 会 」を設 置 し、

全 市 的 な視 点 から、どのような施 設 が必 要 か検 討 中 。

・吉 祥 寺 西 コミュニティセンターにある学 童 クラブ（108.7 ㎡）が、学 校 内 へ移

転 した。地 域 では、移 転 後 の施 設 活 用 についても検 討 中 である。

【計 画 等 記 述 】

（第 四 期 調 整 計 画 ）泉 幼 稚 園 跡 地 については 、幅 広 い子 育 て支 援 機 能 を

有 する施 設 を中 心 として利 用 のあり方 の検 討 を進 める。

（第 三 次 子 どもプラン）樹 木 や果 樹 を活 かした敷 地 の中 に、泉 文 庫 の図 書 を

活 かし、乳 幼 児 とその親 、若 者 や高 齢 者 などの交 流 ができるひろばをもつ子

育 て 支 援 施 設 につ いて 検 討 し ます 。（ 略 ）施 設 開 設 ま での 間 は 、暫 定 的 な

利 用 を継 続 します。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (2 )施 設 の計 画 的 な維 持 更 新 。

検 討 中 の地 区 計 画 も踏 まえ、暫 定 駐 輪 場 として活 用 している土 地 を含

め、吉 祥 寺 駅 周 辺 の公 共 施 設 全 体 の再 配 置 を検 討 する中 で、建 て替 えを

検討する。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (１ )施 設 総量 の抑 制 －②、④。

地 域 における課題 の解 決 にあたり、吉 祥 寺 西コミュニティセンター(学童 クラ

ブ跡 )の今 後 の機 能 と本 跡 地 における機 能 との役 割 分 担 について検 討 を進

め、本施設に必要な機能を明確にしたうえで、泉文庫と樹木を活かし、保育サ

ービス機能を有する民間の子育て支援施設 及び公園として活用する。
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(9)中央市政センター

【区 分 】行 政 施 設 【三 層 構 造 】 ― 【設 置 年 】平 成 2 年 度

【敷 地 】333.84 ㎡ 【延 床 】371 .76 ㎡ 【用 途 地 域 】商 業 80/600

【現 況 】1 階 中 央 市 政 センター、2 階 会 議 室 、歴 史 資 料 館 開 設 準 備 事

務 所 。

【課 題 】

・ 市 政 セ ンター は 、三 層 構 造 に 位 置 づ け ら れて いな い 。 本 庁 舎 との 関 係 整

理 。

・歴 史 資 料 館 開 設 準 備 担 当 事 務 所 は、平 成 22 年 度 末 で、百 年 史 続 編 編

さん終 了 予 定 。

(10)中町第１駐輪場／中町第２・一時駐輪場

【区 分 】未 利 用 地 ・低 利 用 地 【三 層 構 造 】 ― 【設 置 年 】

【敷 地 】第 １-1141.63 ㎡ 【用 途 地 域 】商 業 80/500

【敷 地 】第 ２・一 時 -1905 .55 ㎡ 【用 途 地 域 】商 業 80/600

【現 況 】駐 輪 場 、行 政 財 産 （その他 の公 共 用 施 設 ）。

【課 題 】

・駅 周 辺 の一 等 地 としては 、平 置 き 駐 輪 場 の みの活 用 で、 有 効 活 用 できて

いない。（中 町 第 1 駐 輪 場 ：平 置 き・約 1,800 台 、中 町 第 ２・一 時 駐 輪

場 ：平 置 き・約 1,500 台 ）

・自 転 車 駐 車 場 の不 足 。

【検討委 員会 における結論 】⇒Ⅳ原 則 (2 )施 設 の計 画 的 な維 持 更 新 、(3 )土 地 活 用

－①。

当 面 継 続 して使 用 することとするが、長 期 的 には、市 政 センターの機 能 を

改 めて整 理 (8p②地 区 （三 圏 域 ）レベル参 照 )した上 で、中 央 市 政 センターの

位置づけについても明確にする。

歴 史 資 料 館 開 設 準 備 担 当 事 務 所 については、西 部 図 書 館 施 設 へ移 転

する。その後の施設 の活 用については、三 鷹 駅周 辺の市 有地 、公 共施 設全

体の効率的な利用を進める中で検討する。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (3 )土 地 活用 -①。

三 鷹 駅 周 辺 の市 有 地 、公 共 施 設 全 体 の効 率 的 な利 用 を進 める中 におい

て、三 鷹 駅 周 辺 に必 要 な駐 輪 スペースを確 保 した上 で、民 間 活 力 の導 入 を

含めて検討し、高度利用による土地活用を図 る。
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(11)中央コミュニティセンター

【区 分 】集 会 施 設 【三 層 構 造 】コミュニティ 【設 置 年 】昭 和 49 年 度

【敷 地 】978.00 ㎡ 【延 床 】1357 .98 ㎡ 【用 途 地 域 】第 一 種 住 居 60/200

【現 況 】旧 市 庁 舎 を活 用 したコミュニティセンター

【課 題 】

・バリアフリー、エレベーターの設 置 が出 来 ない。（階 段 昇 降 機 設 置 ）

・耐 震 市 基 準 未 達 成 。

（シルバー人材センター）【設 置 年 】昭 和 56 年 度 （鉄 骨 造 ）

【敷 地 】1196.51 ㎡ 【延 床 】835 .58 ㎡

(12)旧中央図書館跡地

【区 分 】未 利 用 地 ・低 利 用 地 【三 層 構 造 】 － 【設 置 年 】 －

【敷 地 】2066.2 ㎡ 【用 途 地 域 】第 一 種 住 居 60/200

【現 況 】更 地 、普 通 財 産 （その他 の施 設 用 地 ）

【課 題 】普 通 財 産 （その他 の施 設 用 地 ）、用 途 未 定 。

(13)八幡町コミュニティセンター移転後跡地

【区 分 】未 利 用 地 ・低 利 用 地 【三 層 構 造 】 － 【設 置 年 】昭 和 54 年 度

【敷 地 】199 .14 ㎡ 【 延 床 】196 .80 ㎡ (現 行 施 設 ) 【 用 途 地 域 】 第 一 種 低

層 住 居 専 用 50/100

【現 況 】コミュニティセンター

【課 題 】コミュニティセンターの移 転 。新 館 開 館 は 24 年 度 中 が目 途 。

【検 討 委 員 会 における結 論 】⇒Ⅳ原 則 (2)施 設 の計 画 的 な維 持 更 新 、(3 )土 地 活

用 -①。

当面 継続して使用 することとするが、長期 的 には、コミセンとシルバー人材

センターの敷地の一体的な活用を検討する。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (3 )土 地 活用 -①。

公共施設建て替え用地として活用する。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (3 )土 地 活用 -②。

公園用地として活用する。
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(14)市営西久保住宅跡地

【区 分 】未 利 用 地 ・低 利 用 地 【三 層 構 造 】 －

【敷 地 】843.18 ㎡ 【用 途 地 域 】準 工 業 60/200

【現 況 】更 地 。地 下 に防 火 水 槽 。

【課 題 】用 途 未 定

(15)西部図書館

【区 分 】教 育 施 設 【三 層 構 造 】三 圏 域 【設 置 年 】昭 和 57 年 度

【敷 地 】1138.93 ㎡ 都 有 地 【延 床 】999.26 ㎡ 都 建 物 【用 途 地 域 】第

一 種 低 層 住 居 専 用 40/80、第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 60/200

【現 況 】図 書 館

【課 題 】

・平 成 23 年 3 月 末 図 書 館 閉 館 。

・耐 震 未 診 断 。

・ 保 存 期 間 満 了 の 公 文 書 及 び民 俗 資 料 は 、旧 桜 堤 小 で保 存 して いる ( 本

章 (20 )桜 堤 小 学 校 ―「校 舎 については 解 体 し、体 育 館 とともに運 動 公 園 と

して利 用 を図 る」としている。)。

【計 画 等 記 述 】

（四 長 調 整 計 画 ）「廃 止 後 の施 設 のあり方 については、都 と協 議 を行 い、今

後 の検 討 を行 う。」

(16)桜堤児童館

【区 分 】 ― 【三 層 構 造 】 ― 【設 置 年 】昭 和 57 年 度

【敷 地 】940.06 ㎡ UR 都 市 機 構 【延 床 】596 .38 ㎡ 【用 途 地 域 】第 一 種 中

高 層 住 居 専 用 60/200

【現 況 】児 童 館

【課 題 】

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (3 )土 地 活用 -①。

公共施設建替用地として活用する。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (1 )施 設 総量 の抑 制 －①。

歴 史 資 料 館 (公 文 書 ・民 俗 資 料 等 )として活 用 する。その際 、保 存 していくべ

き資料を厳選していく。

また、資料の閲覧の他、市民の利用可能なスペースを確保する。
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・西 部 地 域 の乳 幼 児 とその親 の利 用 が中 心 になっている。

・地 域 子 ども館 との役 割 の整 理 。

・周 辺 地 域 でマンション開 発 が行 われており、平 成 24 年 3 月 には 660 戸

(その他 工 期 未 定 分 149 戸 有 )、が供 給 される予 定 。

・平 成 24 年 度 については、施 設 の一 部 を｢プレ子 ども園 ｣として使 用 する予

定 。

・桜 堤 地 区 地 区 計 画 有

【計 画 等 記 述 】

（四 長 調 整 計 画 ）

地 域 子 育 て 支 援 や保 育 サービス施 設 への転 用 を 含 めた検 討 を行 い、施 設

の有 効 活 用 を図 る。

0123 施 設 の新 設 や既 存 施 設 の再 編 など、特 に武 蔵 境 圏 の施 設 整 備 の具

体 的 検 討 を進 める。

（第 三 次 子 どもプラン）

桜 堤 児 童 館 の果 たしている役 割 を 0123 施 設 、認 定 こども園 、地 域 子 ども

館 あそべえ 、武 蔵 野 プレイスなどに移 すことにより、全 市 的 に 発 展 的 に展 開

していくことを検 討 します。

桜 堤 児 童 館 の役 割 を各 施 設 に移 すことができた後 に、0123 施 設 に 転 用 し

て 0123 境 （仮 称 ）を設 置 することを検 討 していきます。

(17)境市政センター（ヒューマンネットワークセンター含む）

【区 分 】行 政 施 設 /(男 女 共 同 参 画 施 策 推 進 施 設 ) 【三 層 構 造 】 ― 【設

置 年 】平 成 元 年 度

【 敷 地 】 330.58 ㎡ 借 地 【 延 床 】 342 .82 ㎡ 仮 設 【 用 途 地 域 】 商 業

80/400

【現 況 】1 階 武 蔵 境 市 政 センター、2 階 ヒューマンネットワークセンター。

【課 題 】

・建 築 基 準 法 第 85 条 の「仮 設 許 可 」建 築 物 であり、期 限 を越 えて使 用 して

いる。

・武 蔵 境 市 政 センターは高 架 下 への移 設 を検 討 中 。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (1 )施 設 総量 の抑 制 －①。

0123 施設として活用する。ただし、1 フロアは、平成 24 年度については

「プレこども園 」として使用することとし、その後 については、周辺地域におけ

る保育需要も勘案しながら、桜堤保育園の分館的利用を検討する。
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【計 画 等 記 述 】

（四 長 調 整 計 画 ）

「…（武 蔵 境 市 政 センター）駅 周 辺 への移 設 を 検 討 する。」

「…（ヒューマンネットワークセンター）移 転 を含 めた検 討 を行 う。」

(18)市民会館

【区 分 】集 会 施 設 【三 層 構 造 】三 圏 域 【設 置 年 】昭 和 59 年 度

【敷 地 】2664.21 ㎡北 側 駐 車 場 含 借 地 【延 床 】2245.09 ㎡

【用 途 地 域 】第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 60/200

【現 況 】

・自 主 事 業 「 子 ど も ワークシ ョップ 」「 遊 びのミ ニ学 校 」「 母 と子 の 教 室 」「市

民 講 座 」「文 化 祭 」。

・貸 館 業 務

【課 題 】

・境 、境 南 町 東 部 地 区 については 、コミュニティセンターへのアクセスが困 難

な地 域 である。

・プレイ スや ス イング との 類 似 施 設 ： 図 書 室 、 会 議 室 、 多 目 的 ルーム 、 集 会

室 等 。

・市 民 会 館 は 、「社 会 教 育 の 振 興 を 図 る と と も に 、 市 民 及 び 地 域 社 会

の文 化 の向 上 と福 祉 の増 進 に寄 与 」 (武蔵 野市 民 会館 条 例 )する こと

を目的としている 。社会教育 活動を行う 場合等は使用料を減額して

い る が 、 市 民 活 動 や生 涯 学 習 活 動 等 、市 民 の 活 動 は 多 様 化 し て お り 、

これらの活 動 を区 分 することは難 しくなっている。

【計 画 等 記 述 】

（四 長 調 整 計 画 ）

「…、武 蔵 野 プレイスの事 業 や運 営 の詳 細 が 固 まる時 期 と合 わせて コミュニ

ティセンターとしての利 用 なども含 めて検 討 を行 う。」

（生 涯 学 習 計 画 ）

武 蔵 野 プレイスと機 能 が重 なる図 書 室 の発 展 的 解 消 によるスペースの有 効

活 用

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (1 )施 設 総量 の抑 制 －⑦。

市 民 の利 便 性 を考 慮 し、市 政 センターは高 架 下 等 へ移 転 する方 向 で

検討する。ヒューマンネットワークセンターについては、センターの今後のあ

り方を検討したうえで、他の施設への移転を検討する。
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(19)くぬぎ園

【区 分 】福 祉 施 設 【三 層 構 造 】 ― 【設 置 年 】昭 和 51 年 度

【敷 地 】3180.56 ㎡ 都 有 地 【延 床 】3102 .38 ㎡

【用 途 地 域 】第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 60/200

【現 況 】軽 費 老 人 ホーム（Ｂ型 ）

【課 題 】

・軽 費 老 人 ホ ーム Ｂ 型 と しての 施 設 の 役 割 は 終 え た 。現 在 は 、入 居 者 の 約

半 数 が要 介 護 認 定 者 。

・建 物 は東 京 都 の無 償 貸 借 のため、用 途 変 更 、廃 止 には 都 の承 認 が必 要 。

【計 画 等 記 述 】

（四 長 調 整 計 画 ）

「くぬぎ園 」は建 替 え、あるいは大 規 模 改 修 を具 体 的 に検 討 する時 期 に来 て

いる。くぬぎ園 のあり方 について具 体 的 な検 討 を開 始 する。

（桜 堤 地 域 福 祉 施 設 のあり方 検 討 委 員 会 ）

前 述 した今 後 必 要 となる施 設 について、第 ５期 長 期 計 画 で検 討 を進 めてい

く。

※今 後 必 要 となる施 設 (桜 堤 地 域 福 祉 施 設 のあり方 検 討 委 員 会 )

中 重 度 要 介 護 者 向 け 施 設 、低 所 得 者 も利 用 できる「ケ ア付 す まい」、 在 宅

機 能 と施 設 機 能 を融 合 した新 しいタイプの多 機 能 型 複 合 施 設

(20)桜堤調理場

【区 分 】教 育 施 設 【三 層 構 造 】 ― 【設 置 年 】昭 和 42 年 度

【敷 地 】1819.14 ㎡ 【延 床 】813 .33 ㎡

【用 途 地 域 】第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 60/200

【現 況 】給 食 調 理 場

【課 題 】

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (1 )施 設 総量 の抑 制 －①。

武 蔵 野 プレイスの中 心 機 能 である図 書 館 と重 複 する図 書 室 を廃 止 し、地

域開放型の集会スペースとして活用する。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (1 )施 設 総量 の抑 制 －⑤。

桜 堤 地 域 福 祉 施 設 のあり方 検 討 委 員 会 の報 告 を踏 まえ、建 替 えを前 提

に、今後必要となる施設の検討を進める。
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現 在 の用 途 地 域 上 は、工 場 の設 置 が出 来 ない 。

【計 画 等 記 述 】

（四 長 調 整 計 画 ）当 面 、耐 震 補 強 を 行 い ( 実 施 済 ) 、 使 用 してい くが 、 老 朽

化 に 対 する抜 本 的 な対 応 としては 建 替 え、移 転 も視 野 にいれて研 究 を 続 け

る。

(21)旧桜堤小学校

【区 分 】未 利 用 地 ・低 利 用 地 【三 層 構 造 】 ―

【設 置 年 】(西 )昭 和 33 年 度  (東 )昭 和 41 年 度  (体 育 館 )

【敷 地 】10266 .13 ㎡  【延 床 】4502 .39 ㎡   801.39 ㎡(体 育 館 )

【用 途 地 域 】第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 60/200

【現 況 】二 中 こぶし学 級 、図 書 交 流 センター、会 議 室 、倉 庫 （公 文 書 、民 俗

資 料 、防 災 備 品 ）、体 育 館 、薬 剤 師 会 、都 教 職 員 組 合 等

【課 題 】

・老 朽 化 。耐 震 補 強 未 整 備 。西 校 舎 築 50 年 、東 校 舎 築 44 年 。小 学 校 と

しての機 能 は、14 年 前 の学 校 統 合 により終 わっている。

・既 存 施 設 を解 体 する場 合 に、移 転 が必 要 となる機 能 が多 い。

【計 画 等 記 述 】

（四 長 調 整 計 画 ）「旧 桜 堤 小 学 校 施 設 ・用 地 の活 用 方 法 について、旧 校 舎

内 の施 設 の移 転 先 も含 めて、広 い視 点 に立 って検 討 する。」

（第 三 次 子 ど もプラン ）旧 桜 堤 小 学 校 施 設 ・ 用 地 の 活 用 方 法 については 、

広 い視 点 に立 って検 討 します。

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (2 )施 設 の計 画 的 な維 持 更 新 。

当 面 継 続 して使 用 することとするが、北 町 調 理 場 を含 め、効 率 的 な調 理 施

設のあり方を検討する。※北 町 調 理 場 昭 和 47 年 度 第 一 種 住 居 敷 地 1500 ㎡

延 床 1279 . 94 ㎡

【検討委員会における結論 】⇒Ⅳ原 則 (1 )施 設 総量 の抑 制 －⑤。

校舎については解体し、体育館とともに運動 公 園として利用を図る。
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図 表 5   主 な 公 共 施 設 等 一 覧 （ 第 一 期 基 本 構 想 ・ 長 期 計 画 の施 設 区 分 に

区 分 小 区 分 施 設 数 レ ベル 施 設 名 称

本 庁 舎 1 －

市 政 センター 3 －

庁 舎 事 務 所 2 － 武 蔵 境 開 発 、 吉 祥 寺 ま ち

行 政

施 設

庁 舎

消 費 生 活 セ ン タ 1 － 消 費 生 活 センター※

消 防 施 設 分 団 詰 所 10 全 市

防 災 施 設 防 災 職 員 住 宅 2 －

公 衆 トイ レ ミカレ ット 3 全 市 三 鷹 、さかいみなみ 、桜 堤

廃 棄 物 処 理 クリーンセンター 1 全 市

水 道 施 設 庁 舎 ・浄 水 場 3 － ※

市 営 住 宅 5 全 市 関 前 、 北 町 一 、 二 北 、 二

駐 輪 場 － 25 箇 所

自 転 車 保 管 3 － ※

公 共

施 設

倉 庫 1 － 道 路 課 資 材 置 き場

保 育 園 9 コミュニ ティ

０ 123 施 設 2 三 圏 域

幼 稚 園 1 －

認 定 こども 園 0 全 市

児 童 館 1 －

こども テンミリ 1 三 圏 域 ※

子 ども クラブ 12 コミュニ ティ (他 施 設 併 設 )

児 童 ・ 子 育 て

支 援 施 設

お も ち ゃ の ぐ る り ん 1 全 市

小 学 校 13 コミュニ ティ 旧 桜 堤 小 学 校 含

中 学 校 6 コミュニ ティ

教 育

施 設

学 校 関 係 施

設

給 食 調 理 場 2 全 市

図 書 館 3 三 圏 域文 化

施 設

文 化 施 設

そ の 他 の 文 化 施

設 6

全 市 ・ 三 圏

域

文 化 会 館 、 公 会 堂 、 芸 能 劇

場 、 ス イ ン グ 、 松 露 庵 、 美 術

館 、 シ ア タ ー 、 文 化 財 収 蔵 庫

体 育 館 、運 動 場 1 三 圏 域 総 合 体 育 館 、陸 上 競 技 場体 育

施 設

体 育 施 設

そ の 他 の 体 育 施

設
4

全 市 野 球 場 ※ 、 ス ト リ ー ト ス ポ ー ツ

広 場 ※ 、 ク ラ ブ ハ ウ ス 、 市 営 プ

ー ル

テンミリオン H 7 コミュニ ティ ※高 齢 者 施 設

そ の 他 の 高 齢 者

施 設 6

全 市 ナ ー シ ン グ 、 本 町 在 介 支 、 シ ル

人 、 北 町 セ ン タ ー 、 高 齢 者 総

合 セ ン タ ー 、 く ぬ ぎ 園 、 ケ ア ハ ウ

ス

障 害 者 施 設

4

全 市 障 害 者 総 合 セ ン タ ー ※ 、 障

害 者 福 祉 セ ン タ ー 、 な ご み

の家 、桜 はうす ・今 泉

福 祉

施 設

保 健 センター 1 全 市

広 場 公 園 コミュニ ティ 165 ( 都 市 公 園 、 都 市 公 園 以

コミセン 19 コミュニ ティ集 会

施 設 そ の 他 の 集 会

施 設

(再 掲 除 く)→

3

三 圏 域 市 民 会 館 、 商 工 会 館 、 か た ら

い の 道 公 共 ス ペ ー ス 、 （ 以 下

再 掲 ） 公 会 堂 、 市 民 文 化 会

館 、 ス イ ン グ 、 美 術 館 音 楽 室 、

武 蔵 野 プ レ イ ス

137

＊各 地 域 の区 分 は 、第 三 期 基 本 構 想 長 期 計 画 を 参 考 に、便 宜 的 に区 分 し た。

＊施 設 課 管 理 対 象 施 設 のリストをもとに 作 成 。（※については 一 部 加 筆 。）



●桜堤コミセン

桜堤ケアハウス●

＜凡例＞

●行政事務

●集会施設・コミセン

●教育

●都市基盤・防災

●こども

●高齢者・障害者・健康

●未利用地・低利用地等

( 1 9 ) く ぬ ぎ園●
桜野小●

ミカレット桜堤●
第九分団詰所●
桜堤保育園● (16)桜堤児童館

●(15)西部図書館

●西部コミセン

●スイング
●境開発事務所

● (17)境市政センター

●(18)市民会館

●第八分団詰所

●六中等
●二小等

●松露庵
きんもくせい●

●桜野こどもクラブ

北側駐車場●

●境保育園
●境幼稚園

●
●

●二中
第二浄水場●

      (21)旧桜堤小

(20)桜堤調理場

ミカレットさかいみなみ●
●プレイス

●旧法務局

●

桜はうす・今泉

●境南コミセン等・境南こどもクラブ
●第十分団詰所

●境南第二保育園

●花時計
●境南小

●

境南保育園

ぐっどうぃる境南●

文化財収蔵庫●

●関前南小

●

関三クラブ・関前南こどもクラブ●●

●千川小等

●( 1 3 )八 幡 町 コミセン

●五中

●

第七分団詰所

●関前住宅
●関前コミセン分館

関前被災者一時収容施設

            ●

●川路さんち

●西久保コミセン

●(14)西久保住宅跡地

保健センター●

●旧第七分団詰所

障害者福祉センター●
なごみの家●

千川こどもクラブ●

旧千川小プール跡地●

千川保育園●

●親の家

●五小

●0123はらっぱ

●(9)中央市政センター

●芸能劇場

●道路課資材置き場倉庫

高齢者総合センター●

●

●緑町コミセン

クリーンセンター●

市庁舎●

●クラブハウス
●四中

●

総合体育館

●

温水プール

● ●けやきコミセン
●●

北町第二住宅北棟

  北町第二住宅南棟●

北町第一住宅

吉祥寺保育園

●北町調理場
●大野田小

●第一浄水場

●水道部庁舎

障害者総合センター
●

●(12)旧中央図書館跡地

●中央図書館

●文化会館

●北町高齢者センター

●一中

●第六分団詰所

●第五分団詰所
(11)中央コミセン

(11)シルバー人材センター●

ミカレット三鷹●

中町集会所●●●

(10)中町第一駐輪場

(10)中町第二・一時駐輪場

(8)旧泉幼稚園跡地
●

●井之頭小

●本町コミセン

●御殿山コミセン
●(1)公会堂

●本町在宅介護支援センター

●くるみの木

一小●●
●一小こどもクラブ

西コミセン分館

●第四分団詰所
●月見路・防災住宅●

●あおば

●四小●●●

ナーシングホーム
北町保育園

北コミセン

第三分団詰所

●

●●

商工会館
（市民会議室・市政センター等）

●
(2)吉祥寺美術館音楽室 ●(7)本町コミセン

●吉祥寺図書館
●第二分団詰所

●吉祥寺シアター

三小新体育館●
●三小子どもクラブ

●第二分団詰所 ● (4)下水道ポンプ場跡地

●三小

●南保育園
●南コミセン

●ゆとりえ

●(5)有里寿駐車場

●(5)西友駐車場

●東コミセン ●三中

●東保育園

●本宿小

●
本宿コミセン● ●(3)本宿子どもクラブ

東町防災職員住宅●

●岡田さんち  ●
0123 吉祥寺

武 蔵 野 市 公 共 施 設 等 配 置 図

●

●

(6)東部地区自転車駐輪場

そーらの家

（八幡町コミセン跡地）

＊報告書において、方向性の示されている個別施設については、施設名称が囲み線（  ）内に記載されている。
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部署名 企画政策室 市民協働推進課

個別計画名 第６期武蔵野市コミュニティ市民委員会 最終報告

策定年度 平成 21 年度 対象期間

（P23）

Ⅱ コミュニティの活性化に向けて

３．コミュニティセンターの移転・新築・改修について

コミュニティセンターの施設・設備は、計画的に改善を図っていくことが必要。

改修等には時間がかかるため、改修等を行わずにできることも検討しよう！

（１）コミュニティセンターの改修について

コミュニティセンターのなかには、エレベーターがない施設や、老朽化した施設など、

施設・設備の改善が必要なものもあることから、財政的な制約や将来的な人口減少なども

踏まえつつ、計画的に改善を図っていくことが必要である。

計画的に改善を図るなかで、大規模な改修等を行うこととなった施設については、以下

のような点を踏まえて施設の改善を図るべきである。

①バリアフリー化

今後高齢者が増加することなどを踏まえ、エレベーターの設置やスロープの設置など、

バリアフリー化対応を行うことが必要である。

②気軽に立ち寄れて、交流がしやすい場所となるよう配慮する

コミュニティセンターを人と人とが出会い、つながりをつくる場としていくためには、

気軽に立ち寄れて、人々が交流しやすい場所となるように配慮することが必要である。例

えば、入り口を外から見やすくすることや、立ち寄った人が休憩できるスペースをつくる

こと、ロビーを整備・充実することなどが考えられる。

施設の大規模な改修等には時間を要すると考えられることから、大規模改修等を行わず

にできる方策、例えば、和室を洋室に転換することや、窓口の小規模な改修、コミュニテ

ィセンターの案内板を見やすくすることなどを検討していくことが必要である。

（２）コミュニティセンターの移転・新築について

八幡町コミュニティセンターの移転・新築については、八幡町コミュニティ協議会から

の実情報告や他のコミュニティセンターとの比較を行った結果、現状では地域におけるコ

ミュニティ形成を推進する上で機能・設備面で改善が必要であると判断し、4月30日、市

長に対し移転・新築を提言した。
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（３）コミュニティセンターの新設について

境・境南町東部へのコミュニティセンター新設の要望については、5月14日の第10回委

員会で、陳情を提出された方々も参加され議論を行った。地域の方々からは必要性が訴え

られ、委員会としても境・境南町東部地区については、コミュニティセンターへのアクセ

スが困難な地域であるとの認識で一致した。しかし、コミュニティ協議会を新たに立ち上

げて単独のコミュニティセンターとして運営されたいのか、他のコミュニティセンターの

分館として設置されたいのか、意見の統一が図られていない部分も見受けられた。

そこで、関係者が、市と情報交換等を行いながら、意見集約に向けて活動を行っていく

こととなっている。議会での陳情採択の実現など、地域における活動の蓄積をふまえ、さ

らに一歩進んでコミュニティづくりに向けた活動を展開されることを期待したい。

（４）コミュニティセンターの災害時の機能について

災害発生時の防災の拠点としては、小中学校等が位置づけられており、コミュニティセ

ンターは、災害救助用工具が備蓄されているものの、防災の拠点としては位置づけられて

いない。

しかし、コミュニティセンターには、水道やガス、就寝できるスペースなど、一時的な

生活に必要な基礎的な設備が備わっていることから、小中学校等他の防災拠点との関係も

踏まえつつ、防災の拠点としての機能を持たせることができないかを検討することも必要

である。

(P28)

Ⅳ さらなる論点

最後に、「コミュニティセンター建替えの問題」……コミュニティセンターの改修・新築

は23ページで言及したが、加えて築30年以上のコミュニティセンターでは、老朽化と機能

の利便性の低下などからその立地も含めて建替えの声があがっている。バリアフリー化、

エレベーターの設置などの構造面、家族構成や生活様式の変化から来るコミュニティセン

ターの使われ方の変化という機能面、就労様式の変化や団塊の世代の登場等によるコミュ

ニティ活動の担い手面の変化により、コミュニティセンターに期待される機能も変化して

いる。それらに対応できる建物の体系的な建設計画を、各地域ならびに行政で検討し始め

る時期に来ているのではないか。
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部署名 企画政策室 市民協働推進課

個別計画名 武蔵野市第二次男女共同参画計画

策定年度 平成 21 年度 対象期間 平成 21～25 年度

第２章 基本目標ごとの基本施策・事業計画

基本施策１ 男女がともに担う子育てと介護への支援

（１）子育て支援策の充実

事業名 事 業 概 要 主管課 区分

0123 施設をはじめとした施設サービスの充

実と拡充を図る。境幼稚園の発展的解消後

の新しい子育て支援施設としての活用を検

討する。また泉幼稚園の跡地利用について

も検討する。

子ども家庭課 充実子育て支援施設の サ

ービスの充実

認可保育園を利用した子育て支援事業を

充実する。

保育課 充実

保育園の待機児童解消を進め、認可保育

園等の設置を推進する。

保育課 充実保育・児童施設の機

能の充実と待機児童

の解消 児童館、学童保育等で子どもたちが安全に

過ごせるように、環境や施設の整備により地

域での子育て支援の機能を充実させる。

児童青少年課 充実



5

部署名 環境生活部 環境政策課

個別計画名 第二期環境基本計画（平成 20 年 11 月改定）

策定年度 平成 20 年度 対象期間 平成 18～平成 22 年度

4．環境方針の展開

環境方針１ 【しくみづくり】

市民が自発的に活動できる基盤を整備し、環境を考え、自ら行動することを支援します。

◎行政（市）の取り組み（施策）

◆市民活動の基盤の整備

市民がいつでも環境情報を手に入れることができ、活動に携わることができるよう、市報

やホームページ等あらゆる媒体を利用して積極的に情報提供を行います。市民活動団体同

士の交流の機会を提供しネットワーク化を進めます。市民活動の拠点として、情報の受発

信機能や啓発機能をもつ施設の整備を検討していきます。

施策 事業 細事業 市 市民 事業者

市民活動の基盤の整備【新規】

環境市民活動団体のネットワーク化 ● ●

市民活動拠点の整備 ● ●

環境情報の積極的な提供 ● ● ●

環境方針３ 【緑と水】自然環境を守り、再生し、創り出します。

公共施設の緑化については、地域に親しまれる緑の核となるよう率先して緑化を進めて

いきます。

グリーンパーク緑地及び遊歩道や玉川上水・千川上水など軸となる緑と水をネットワー

ク化して緑豊かな都市を形成していきます。

都市公園の整備の方針に基づき、計画的に公園緑地を整備・拡充していきます。その際

は、計画段階から地域の意向を把握するなど、地域で公園緑地を見守る仕組みにつなげま

す。

既存の公園緑地については、公園緑地の立地環境や地域のニーズ等に基づいて、計画的

に改修（リニューアル）するための計画を 2012（平成 24）年度を目標として策定してい

きます。

施策 事業 細事業 市 市民 事業者

うるおいのある緑空間の整備

うるおいのある緑空間の整備 ●

グリーンパーク緑地の拡充整備 ●
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公園・緑地の新設と拡充 ● ●

公園緑地リニューアル総合計画（仮称）の策定【新

規】

● ● ●

緑のネットワーク化の推進【新規】 ● ● ●

環境方針５ 【景観・まちづくり】環境に配慮した美しいまちづくりを進めます。

◆環境に配慮した建物づくり

公共工事の際の環境負荷を低減する工法の採用や、民間施設建設における環境配慮への

誘導策を研究するなど、環境と共生できるまちづくりを推進していきます。

公共施設においては、耐震補強や保全整備を実施し、耐用年数の延伸に努めるとともに、

改修・改築は計画的に進めていきます。

都営武蔵野アパートの建替えにあたっては、緑豊かな歩行者専用道路「緑の回廊」整備

等を目指し、引き続き住民、事業者との協議のもとで進めていきます。

施策 事業 細事業 市 市民 事業者

環境に配慮した建物づくり

まちづくりへの環境共生理念の導入【新規】

環境負荷を低減する工法の採用 ●

民間施設建設における環境配慮の工夫

の誘導策の研究

● ● ●

公共施設の耐用年数延伸・計画的改修の推進 ●

公的住宅建替えに伴う環境の整備

公的大規模暖地建て替えへの対応（緑

の回廊の整備）

● ●
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部署名 環境生活部 ごみ総合対策課

個別計画名 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画

策定年度 平成 19 年度 対象期間 平成 20～29 年度

４ 今後求められる取り組み

４.１ 重点施策

課題の対応施策として、特に重点的に実施していくべき重点施策としては、以下のもの

が挙げられます。

(7) 環境負荷が少ない安全で効率性の高い中間処理施設の整備

ごみの焼却によって生じた排出ガス中に含まれるダイオキシン類＃など、環境への影響

物質の排出を可能な限り低減していくとともに、安全性が確保され、効率性の高いエネル

ギーの回収等により環境負荷の低減が可能となる次期中間処理システムを検討・整備しま

す。

(9) 資源化・エネルギー化施設整備の検討

発生抑制・排出抑制に取り組んだ上で、なお排出されるごみは、効率的・効果的な資源

の循環的利用を促進するため、次期中間処理施設の整備にあたっては、資源化施設・エネ

ルギー化施設の整備の可否についても併せて検討を行います。

最終処分場の有効活用及びエコセメント化処理に係る環境負荷を軽減するためにも、焼

却残さの減量が必要であり、焼却残さ減量に寄与する資源の回収や、生ごみ等のバイオマ

スの資源化・エネルギー化に必要な施設整備等について、本計画の基本方針に沿った検討

を行います。

４.２ 主な施策

ごみ処理にかかる現状の課題について、課題の解決のために今後実施していくべき主な施

策は以下のとおりと考えられます。

(6) 中間処理施設の更新

次期中間処理施設の具体的な検討にあたっては、以下に示す基本的な事項を踏まえた上で、

検討を行います。

1) 武蔵野クリーンセンター敷地の継続使用の検討

現有の武蔵野クリーンセンターの敷地は、昭和５４年に「クリーンセンター建設特別市

民委員会」の中で検討を重ね、建替え用地の有無なども考慮した結果、選定されたもので

す。施設建替えの検討にあたっては、２０年以上の長い期間にわたり周辺住民とパートナ

ーシップを形成し運営してきた貴重な用地であることを念頭に周辺住民との十分な協調関

係を図ったうえで行います。
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2) 環境負荷の少ない効率的な処理システム

次期中間処理施設の検討にあたっては、現行の処理システムから、さらに省エネルギ

ー・高効率なエネルギー回収等により、ＣＯ２等の温室効果ガスが低減され、環境に負荷

のかからない処理システムを目指します。

また、中間処理の中心となる可燃ごみ処理の方式としては、エコセメント事業との連携

を踏まえ焼却処理を継続することを基本にしながらも、灰溶融、ガス化溶融といった発生

物の有効利用を図る方式についても検討します。

3) 資源化機能について

現有武蔵野クリーンセンターの破砕処理施設以外に、資源を選別・圧縮梱包・保管した

り、バイオマスを処理したりする資源化施設の機能については、現在の敷地では困難が予

想されますが、市内他地域における用地確保も困難と考えられ、周辺住民にこれまで以上

の負担を強いることのないように検討します。

4) 普及啓発機能・情報受発信機能の確保について

普及啓発機能・情報受発信機能は、廃棄物の処理を行っている施設等に併設することが、

来訪者に廃棄物の処理の様子を間近で見てもらうなど、印象付けの面に優れます。

本市は市役所・スポーツ施設の隣に位置し、バスなど交通の便も優れており、施設への

併設も検討項目とします。なお、繁華街などのより集客性に優れた場所に確保することも

検討します。

(7) 資源化推進・施設整備

2) 資源化・エネルギー化施設整備の検討

本市では、現在クリーンセンターの破砕処理施設において、金属等の回収を行っている

他は、業者委託による資源化処理を行っており、資源化施設を保有していません。

委託処理に係る経費や、資源化施設による啓発効果、生ごみや剪定枝、落ち葉等のバイ

オマスの処理による可燃ごみ処理量の低減を踏まえ、次期中間処理システムの整備にあた

っては、資源化施設・エネルギー化施設整備の可否についても検討を行います。
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部署名 環境生活部 クリーンセンター

個別計画名 (仮称)新武蔵野クリーンセンター施設建設計画市の基本的な考え方

策定年度 平成 21 年度

（平成 21 年 12 月策定）

対象期間

Ⅳ．整備用地

検討委員会での整備用地の検討結果について、市として再度、現地調査をし、確認作業

を行いました。その結果（次ページ◆整備用地の要件整理）、新施設の整備用地の候補に

ついて、現整備用地を決定した時から一層都市化が進み、土地利用がなされていることか

ら市内においては大規模な用地を確保することが困難な状況であり、このような状況を踏

まえつつ、新施設の整備用地はこれまでの蓄積の継承、活用を重視し、現在の市役所北エ

リア（緑町コミュニティセンター、野球場、テニスコートを含む街区）といたしました。

Ⅴ．施設・周辺整備の考え方

施設・周辺整備については、周辺住民の方々のご意見、ご要望を伺い、十分協議し、プ

ラスの機能による付加価値を創り出し、周辺地域のまちづくりの核となるように計画して

まいります。「地域にあってもいい施設」から「地域にあって欲しい施設」とし、誰でも

利用可能かつ利用したくなる機能を併せ持ち、地域を活性化するコミュニケーションの場

を目指します。

◆市役所北エリアの配置計画

新施設の配置は周囲の影響を考慮して、都市計画で定められた範囲で、北側に寄らない

現施設の東側に配置します。また、残りのエリアについて、野球場、テニスコート、緑町

コミュニティセンター、緑を含めた現状の配置を前提としながら、新施設とこれら施設が

融合し、エリア全体が緑と一体化した景観と、環境負荷の軽減を図った施設整備を検討し

てまいります。

Ⅶ．今後の整備方針

「市の基本的な考え方」を基に、平成 22 年 2 月以降、有識者の知見を交えつつ、市民

参加による「施設基本計画策定委員会」を設置し、さらに検討を深めてまいります。また

同時に、施設や周辺整備の提案等については、周辺住民の方々の意見を伺う場として、

「施設・周辺整備協議会」を設置いたします。

本年 12 月には、施設基本計画策定委員会の策定支援及び施設・周辺整備協議会の提案

等の検討を行うため、市役所内に横断的な調整を図る組織として「庁内推進本部」を発足

させました。
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部署名 健康福祉部 高齢者支援課

個別計画名 武蔵野市健康福祉総合計画 高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画

策定年度 平成２０年度 対象期間 平成２１～２３年度

Ⅳ 重点施策

■これまで地域の相談窓口として市内 6 カ所の在宅介護支援センターを設置し、小地域完

結型のきめ細かな高齢者福祉サービスを実施してきました。平成 18 年 4 月に設置した

地域包括支援センターと従来からの在宅介護支援センターの機能と連携の強化を図り、

武蔵野市の福祉レベルをさらに高め、保健・医療・福祉の連携強化を推進します。

■そのため、現在 3 カ所ある地域包括支援センターについては、市との連携を強くすると

ともに、在宅介護支援センターとの役割分担を明確化して業務を効率的に推進するため

１カ所に統合します。さらに、地域の 6 カ所の在宅介護支援センターは地域包括支援セ

ンターのブランチ（窓口）機能とあわせ小地域完結型の相談・連携の拠点として機能を

強化していきます。

重点施策４：中重度の要介護者に対応したサービス基盤の整備

■今後は、市及び地域ケアシステムの核である在宅介護支援センターの相談機能を充実さ

せるとともに、サービス基盤整備を推進していきます。

Ⅴ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の施策体系

３ 地域で支えあう福祉のまちづくり

（２）地域福祉活動への支援

個別施策 説明

テンミリオンハウス事業の

あり方の検討

平成 21 年度に事業開始 10 周年を迎えるテンミリオンハウス事業に

ついては、平成 20 年度に市民社会福祉協議会が設置したテンミリオ

ンハウスあり方検討委員会の提言に基づき、事業採択及び運営基準

などの具体的な見直しに着手します。

４ 安心して暮らせるまちづくり

（６）虐待防止体制の整備

個別施策 説明

緊急一時保護施設の活

用

虐待が発生した場合に備え、高齢者の安全を確保するための緊急一

時保護施設を引きつづき確保します。
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６ サービス基盤の整備

（１）地域サービスの拡充とサービス基盤整備への市の責務

■今後の基盤整備の基本的方向としては、要支援・要介護高齢者実態調査や独居高齢者実

態調査から得られたニーズに対応するとともに、重点施策である「保健・医療・福祉の

連携強化」と「中重度の要介護者に対応したサービス基盤の整備」に基づいて進めます。

■具体的には、中重度の要介護者に対応する特別養護老人ホームを平成 22 年度に整備す

るとともに、ショートステイ・デイサービスなどの在宅サービスの拡充を図ります。ま

た、医療機関の入院日数の短縮化や介護療養型医療施設の平成 23 年度全廃などによる、

医療ニーズの高い高齢者の増加に対応するため、サテライト型小規模老人保健施設や医

療連携が可能な特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等）の誘致、医療知識等を習

得した介護従事者の育成などを着実に進めます。

■前計画においては、国が示しているサービス基盤整備の単位である日常生活圏域を、西

部、中部、東部と３圏域設定しています。しかし、本市の地勢は東西 6.4 ㎞、南北 3.1 
㎞、面積は 10.73k ㎡と狭小であるため、圏域ごとの基盤整備が実態に即していないこ

と、小地域完結型の在宅介護支援センターが 6 カ所配置されていることなどの要因があ

り、今後は市内全域を一つの日常生活圏域とします。

個別施策 説明

ショートステイ・デイ

サービス等の施設整備

の方策の検討

ショートステイについては、市内に建設が計画されている特別

養護老人ホームや老人保健施設などで一定量を確保します。ま

た、デイサービスや有料老人ホーム（特定施設入居者生活介

護）については、ニーズに応じた供給量となるよう民間事業者

の参入調整を図ります。

特別養護老人ホームの

整備

平成 22 年度に桜堤団地跡地に特別養護老人ホーム（入所 100 
人、ショート 10 人、デイサービス 40 人）を整備します。

サテライト型小規模老

人保健施設の整備

介護療養型医療病床が平成 23 年度末に廃止されることに伴

い、在宅に戻る医療依存度の高い高齢者の生活を支えるため、

平成 22 年度にショートステイ機能を充実したサテライト型小

規模老人保健施設を整備します。

介護療養型医療施設の

転換支援

平成 23 年度末に廃止予定の介護療養型医療施設については、

平成 20 年 11 月に転換意向調査を実施しました。その結果に基

づき、今後も積極的な情報提供や個別相談を行うほか、国の交

付金、都の補助制度等を活用して円滑な転換を支援します。

地域密着型サービスの

整備

①認知症高齢者グループホームについては、認知症高齢者が今

後ますます増加することが見込まれるため、平成 22 年度に 1 
カ所整備する方向で民間事業者の参入を図ります。



12

②小規模多機能型居宅介護拠点については、本市ではデイサー

ビスや訪問介護サービスの拡充を図るとしていること、また、

特別養護老人ホームに併設する形でショートステイの整備を進

めていること、さらに市独自の施策として、すでにテンミリオ

ンハウスや吉祥寺本町在宅介護支援センターにおいて、小規模

多機能型居宅介護と同様なサービスを提供していることなどか

ら、小規模多機能型居宅介護の拠点については、本計画期間は

整備を見合わせることとします。

総合的なサービス提供

の仕組みの検討・整備

在宅サービスの充実や地域密着型サービスの拠点を含めた施設

整備について、市民ニーズを見極めながら、総合的なサービス

提供の仕組みを検討し、整備を進めます。また、高齢者施設の

整備については、「市内における施設・居住系サービス等の基盤

整備目標」に掲げた整備計画（P.116 参照）を着実に進めると

ともに、地域リハビリテーション有識者会議から提言された福

祉施設のあり方についても、総合的な見地から検討を進めま

す。

≪市内における施設・居住系サービス等の基盤整備目標≫

項  目 単位
平成 20 年

度現状

平成 21 年

度計画

平成 22 年

度計画

平成 23 年

度計画

地域包括支援センター カ所 ３ １ １ １

特別養護老人ホーム

（介護老人福祉施設）

カ所

（定員）

５

（222）

５

（222）

６

（322）

６

（322）

ショートステイ

（短期入所生活介護）

カ所

（定員）

５

（24）

５

（24）

６

（34）

６

（34）

デイサービス（通所介護）
カ所

（定員）

13

（336）

13

（336）

14

（376）

14

（376）

介護老人保健施設
カ所

（定員）

２

（147）

２

（147）

３

（168）

３

（168）

通所リハビリテーション
カ所

（定員）

６

（227）

６

（227）

７

（247）

７

（247）

有料老人ホーム（特定施

設入居者生活介護）

カ所

（定員）

５

（348）

５

（348）

５

（348）

６

（418）

介

護

保

険

施

設

夜間対応型訪問介護

拠点（★）
カ所 １ １ １ １
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認知症対応型デイサービ

ス（★）

カ所

（定員）

３

（42）

３

（42）

３

（42）

３

（42）

グループホーム（認知症

対応型共同生活介護）

（★）

カ所

（定員）

１

（18）

１

（18）

２

（36）

２

（36）

在宅介護支援センター カ所 ６ ６ ６ ６

老人福祉センター

（高齢者総合センター）
カ所 １ １ １ １

ケアハウス
カ所

（定員）

１

（30）

１

（30）

１

（30）

１

（30）

シルバーピア

〔都営含む〕

カ所

（定員）

10

（196）

10

（196）

11

（216）

11

（216）

小規模サービスハウス
カ所

（定員）

１

（5）

１

（5）

１

（5）

１

（5）

介

護

保

険

外

施

設

テンミリオンハウス カ所 ７ ７ ７ ７

（★）… 地域密着型サービス施設

（３）福祉施設のあり方の検討

■平成 22 年度に桜堤団地跡地に大規模な特別養護老人ホームが整備されます。

■桜堤地域の施設整備状況の変化に応じ、既存施設のあり方の検討が必要です。

個別施策 説明

福祉施設のあり方の検討 平成 22 年度に桜堤団地跡地に特別養護老人ホーム併設のデイサ

ービスセンターが開設されることに伴い、桜堤ケアハウスのデイサービ

スセンターのあり方や老朽化が進んでいるくぬぎ園の建て替えなど、

桜堤地域の福祉施設のあり方を検討します。

（４）高齢者住宅施策の推進

■住宅マスタープランに基づき、高齢者用住居の確保、居住支援のための施策を推進しま

す。

個別施策 説明

住宅マスタープランとの

連携

第二次住宅マスタープラン及び平成 23 年度に改定予定の第三次

住宅マスタープランに基づき、高齢者住宅を確保するとともに居住支

援のための施策を推進します。平成 22 年度に緑町の都営住宅の建

て替えに伴い、高齢者住宅（20 戸）が整備されます。
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Ⅵ 介護保険事業の充実

２ 第 4 期介護保険事業計画期間の展望

（１）第４期介護保険事業の基本的方向性

～介護保険事業計画を健全に運営するために～

■第 4 期介護保険事業量推計にあたっては、特別養護老人ホームの入所待機者の解消・縮

減、介護療養型医療施設の平成 23 年度末の廃止による医療ニーズの高い方へのサービ

スの確保、認知症高齢者の増加への対応など、社会状況の変化に考慮した施設整備をい

かにバランス良く行うかが課題となっています。

■また、施設整備と保険料基準額の関係は、介護給付費の大きい特別養護老人ホームなど

の介護保険施設や有料老人ホームなどの居住系サービスが拡充されると、保険料額が上

昇するという保険原理にも配慮が必要です。

■介護サービスの水準と負担のあり方に関しては、大きく以下の 3 つのパターンが考えら

れます。

＜参考：パターン２のみ＞

パターン 基本的な考え方

【パターン２】

居宅とのバランスに配慮し、介護

療養型医療施設の廃止や認知症

高齢者の増大など社会状況の変

化に対応して一定の施設整備を

行う。

●現行の居宅サービス水準を維持・拡充する。

●介護保険施設の整備は、現在、決定している特養 100 

床、小規模老人保健施設の最小限の施設整備とする。

●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）1 施設（２

ユニット）を整備する。

●医療連携が可能な特定施設（有料老人ホーム）を最小限

整備する。特定施設の新設については、保険者として一定

コントロールを行う。

■策定委員会（高齢・介護計画部会）での議論や実態調査の結果、パブリックコメントに

おける市民からの意見などをふまえて、居宅とのバランスに配慮し、介護療養型医療施

設の廃止や認知症高齢者の増大など社会状況の変化に対応して一定の施設整備を行う必

要があるという理由から【パターン２】の方向性を選択しました。
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部署名 健康福祉部障害者福祉課

個別計画名 武蔵野市健康福祉総合計画 障害福祉計画

策定年度 平成 20 年度 対象期間 21 年度～23 年度

Ⅱ 武蔵野市の障害者福祉施策の実績と現状

６ サービス基盤の整備

■市単独のショートステイ施設として、平成 20 年４月に市内 3 カ所目となる「井の頭は

うす」が開所し、東部・中部・西部の市内全域に整備が完了しました。

■グループホームは、市内 6 カ所に整備しています。

Ⅳ 重点施策

重点施策４：総合的なバリアフリー化の推進

■地域でいきいきと自立生活を送るためには、「働く」「暮らす」「楽しむ」を充実させて

いくことが必要です。そのためには、社会参加を難しくする様々な要因を取り除いてい

く必要があります。

■ユニバーサルデザインの７原則を前提として、“空間のバリアフリー”、コミュニケーシ

ョン支援のための“情報のバリアフリー”を進めます。

Ⅴ 障害福祉計画の施策体系

４ 安心して暮らせるまちづくり

（１）総合的地域ケアシステムの充実

個別施策 説明

公共施設・交通のユニ

バーサルデザイン化の

推進

障害のある人も利用しやすい施設整備に向けて、都市整備部門

と連携し、推進します。

６ サービス基盤の整備

（３）福祉施設のあり方の検討

サービスの基盤整備は、制度環境や市政を取り巻く情勢の変化を見据えて行っていく必

要があります。特に障害者福祉センター内の小規模作業所については、通所者の高齢化な

どの課題もあり、今後の方向性を検討する必要があります。

個別施策 説明

障害者福祉センター内

小規模作業所の方向性

の検討

通所者の希望や特性に配慮して今後の方向性を検討します。
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部署名 健康福祉部高齢者支援課

個別計画名 桜堤地域福祉施設在り方検討委員会報告書（案）

策定年度 平成 21 年度 対象期間

１ 桜堤ケアハウスデイサービスセンターのあり方について

５．今後のあり方の方針

以上検討した結果、デイサービスセンターを他の高齢者施設や障害者施設に転用する

ことは現実的ではないと思われる。

桜堤ケアハウスデイサービスセンターについては、「さくらえん(仮称)」開設後も、

他の民間施設が受け入れられないような利用者の受け入れや地域における配食サービス

の提供など、公設民営施設としての役割を果たすとともに、介護予防重視型を「特徴」

とした、介護保険適用のデイサービスセンターとして継続させる。

このことにより、特別養護老人ホーム「さくらえん（仮称）」と連携し、今後ますま

す増加する桜堤地域の高齢者に対し、介護予防から中重度まで小地域完結型の高齢者サ

ービスの提供が見込まれる。

２ くぬぎ園のあり方について

４．施設の有効利用の検討

（４）施設の有効利用の検討

大規模改修をしても、建物の耐用年数は伸びないので、費用対効果を考えると、施設

の有効利用は難しいと考え、施設は解体し、跡地に新規施設の整備を検討する。

６．今後必要となる施設について

（１）中重度要介護者向け施設

（略）

（２）低所得者層も利用できる「ケア付すまい」

  (略)

（３）大都市・小規模ケアハウス

  (略)
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７．今後の基本的な方向性

(1)施設建設に際しての留意点

現在の施設の廃止にあたっては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」

の適用があり、また、新規施設の建設にあたっては、東京都との協定書による協議が必

要になるので留意すること。

(2)新規施設の検言立

新規施設の具体的な検討については、前述した「6.今後必要となる施設について」を

勘案しながら、施設候補を絞り込み、東京都と協議しながら検討していく。

敷地は東京都からの無償貸与なので、引き続き無償貸与の条件で利用できるように協

議を進める。

(3)整備の基本的手法

新規施設の整備については、基本的に市が建設・運営するのではなく、東京都もしく

は市が高齢者施設を誘致する方向で検討する。

(4)退所計画の策定と支援

平成21年第4回市議会定例会において「くぬぎ園の指定管理者の指定について」議決

されている。指定管理期間は「平成22年4月1日～平成27年3月31日まで」である。この

間に、くぬぎ園入居者の退所・住み替え計画を策定するとともに、円滑な退所・住み替

えを支援する。
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部署名 健康福祉部

個別計画名 福祉三団体改革基本方針

策定年度 平成 19 年度

（平成 19 年 9 月策定）

対象期間

2 団体別方針（ 福祉三団体と市が協働して実施する改革・改善事項）

（ 3） 社会福祉法人武蔵野

⑤ 桜堤ケアハウス・くぬぎ園のあり方

専ら市が実施する改善・改革事項であるが、くぬぎ園は、東京都の施設として昭和 5 2 
年に開設され、平成６ 年７ 月に東京都から本市に移管された。軽費老人ホームが果たす

役割の変化により、施設のあり方を見直すことを前提に、平成 1 4 年から入居者の募

集をしていないため入居者が減少している（ 平成 1 9 年７ 月現在 5 7 人）。旧桜堤団地

跡地における介護保険施設設置計画などを含めた市全体の福祉施設配置検討の中で、福祉

施設としての建替えを前提に利活用を検討することとし、当面指定管理者の公募について

は慎重に対応する。

また、桜堤ケアハウスは、市が設置して（社福） 武蔵野に事業委託している施設なの

で、高齢者総合センターと同様、桜堤ケアハウスで実施する様々な事業について市の方針

を定めておく必要がある。デイサービスセンターについて、市が実施主体となって運営す

る必要性があるかどうかを見直す必要があるが、西部地区の福祉施設配置の見直しが別途

必要とされていることもあるので、当面現状維持とし、指定管理者の公募についてはくぬ

ぎ園と同様、慎重に対応する。



19

部署名 子ども家庭部 子ども家庭課

個別計画名 第三次子どもプラン武蔵野

策定年度 平成２１年度 対象期間 平成２２～２６年度

第 3 章重点的取組

重点的取組２ 保育園入所待機児童解消に向けた取組

■具体的な事業

市ではこれまで、保育園待機児童の解消に向け様々な施策を行ってきましたが、今後も

待機児童ゼロを目指し、重点的取組として以下の事業に取組みます。

◆認可保育所、認証保育所等の整備

・待機児童の動向や地域性などを検証したうえで、必要に応じた整備を検討します。

◆様々な主体による多様な保育事業の展開

・認定こども園として境こども園（仮称）を開設します。

ＮＰＯ法人、認証保育所など様々な主体による一時保育（短時間・定曜日保育含む）を

検討します。

（略）

◆幼稚園などでの預かり保育の推進

・預かり保育の時間の拡大を推進します。

・市内私立幼稚園の認定こども園化を研究します。

（略）

重点的取組４ 西部地域の子育て支援施設の再編

■具体的な事業

◆桜堤児童館の役割を全市的に展開

・桜堤児童館の果たしている役割を０１２３施設、認定こども園境こども園（仮称）、

地域子ども館あそべえ、武蔵野プレイスなどに移すことにより、全市的に発展的に

展開していくことを検討します。

・桜堤児童館の館外事業、地域クラブなど上記施設では担えない事業については、市

ないし市の財政援助出資団体で行うことについて、検討していきます。

◆０１２３施設の新設

・桜堤児童館の役割を各施設に移すことができた後に、０１２３施設に転用して０１

２３境（仮称）を設置することを検討していきます。

・０１２３施設への転用に先立ち、桜堤児童館を市の財政援助出資団体である武蔵野市子

ども協会の指定管理にすることを検討します。
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重点的取組５ 学びの基盤づくり

■具体的な事業

（略）

◆教育センターの検討

・教職員の相談、研修機能の充実を図るとともに、子どもたちに質の高い教育を実践

するため、研究・開発的な資料の整理、保管や学校支援の人材データ管理・活用な

どの拠点となる教育センターについて検討します。

重点的取組８ 地域子ども館あそべえと学童クラブの連携の推進と運営主体の一体化につ

いての研究

■具体的な事業

（略）

◆あそべえと学童クラブの連携の強化

・学童クラブの保育プログラムで定められた以外の時間について、あそべえと交流で

きる時間の拡充や交流イベントの実施等を検討し、活発な交流を図ります。

・小学校区ごとに、あそべえの館長、スタッフ、学童クラブの指導員による研修の実

施を進め、両事業に共通する課題に対応できるような仕組みづくりについて、検討

します。

◆あそべえと学童クラブの運営主体の一体化についての研究

・運営主体を一体化し、遊びや相談について専門性を持った両事業共通の職員やスー

パー・バイザー的役割を持つ職員の配置についても検討し、人材確保と以下のよう

な事業そのものの質の向上を図ります。

①年齢に応じたより豊かな遊びの提供や各種プログラムの実施

②障害のある子どもや特別な配慮が必要な子ども等への対応

③子どもの悩み、相談への対応

・あそべえと学童クラブの連携の強化と機能の充実をより一層進めるために、両事業

の運営主体の一体化や、市の財政援助出資団体への委託、委託に伴うあそべえの館

長と学童指導員の法人正規職員化などについて研究します。研究にあたっては、「小

学生の放課後施策推進協議会（仮称）」と協議しながら進めていきます。
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第４章 施策の体系

基本目標１ 子育て支援施策の総合的推進

【施策３】子育て家庭への支援

子育て家庭に対し、様々な施設を通した場の提供、相談機能の充実、子育て支援

情報の提供などを行います。また、経済的な支援として各家庭の状況に応じた各種

手当の支給や助成を実施します。

事業名 内容

１８ ０１２３事業の推進

〈子ども家庭課〉

■０１２３吉祥寺と０１２３はらっぱは、地域の子育て支援の中核とし

て「ひろば事業」、「つどい事業」、「相談事業」、「情報提供事

業」、「地域交流事業」などの充実した活動を展開しています。

今後は地域の子育てグループの育成や地域子育て支援をサポ

ートするボランティアの養成を行うほか、地域と協働した事業活

動を展開していきます。

■桜堤児童館の役割を各施設に移すことができた後に、０１２３施

設に転用して０１２３境（仮称）を設置することを検討していきま

す。

基本目標３ 子育て支援施設の整備

【施策１】子育て支援施設の整備

地域の子育て支援ニーズは人口動態や就労形態、さらには家族形態の変化によっ

て大きく変動します。これらの変化を機敏にとらえ、長期的・短期的の二つの視点

から、子育て支援施設の整備・再編を進めます。

事業名 内容

３８ 桜堤児童館の役割の

見直し

〈児童青少年課〉

〈子ども家庭課〉

〈保育課〉

■地域子ども館あそべえが全校に設置され、小学生の利用状況

が減少している反面、乳幼児親子の利用は増加しています。今

後、０１２３施設の整備状況、地域子ども館あそべえの運営状

況、及び保育需要などを踏まえながら、桜堤児童館を０１２３施

設へ転用し、桜堤児童館の役割を他施設へ移すことについて

検討を進めます。
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■０１２３施設への転用に先立ち、桜堤児童館を武蔵野市子ども協

会の指定管理にすることを検討します。【重点的取組４】参照

３９ 西部地域への０１２３

型施設の開設

〈子ども家庭課〉

■市内東部に「０１２３吉祥寺」、中央部に「０１２３はらっぱ」が設置

され、西部地域における０１２３施設の設置が検討されてきまし

た。西部地域の他の子育て支援施設の再編や認定こども園の

開設などを視野に入れながら、研究会などを設置して、具体的

な検討を進めます。

４０ 認定こども園開設準

備の実施

〈保育課〉

〈子ども家庭課〉

■市立境幼稚園の発展的解消に伴い、これまで培ってきた幼児

教育を継承しつつ、０歳から５歳までの子どもの成長と発達に対

応した保育機能、幼児教育機能、子育て支援機能の３つの機

能を持つ認定こども園の平成 25 年度開設に向け、具体的な課

題解決を図り、計画的に準備を行います。

４１ 泉幼稚園跡地利用施

設の検討

〈子ども家庭課〉

■樹木や果樹を活かした敷地の中に、泉文庫の図書を活かし、乳

幼児とその親、若者や高齢者などの交流ができるひろばをもつ

子育て支援施設について検討します。施設の検討にあたって

は、西部地域の子育て支援施設の再編と関連した全市的な公

共施設の配置の視点に留意します。施設開設までの間は、暫

定的な利用を継続します。

４２ 保 育 施 設 な ど の 新

設・改築・改修計画の

策定検討

〈保育課〉

■公立保育園運営形態の検討状況及び待機児童の状況を視野

に入れながら、保育施設（認可保育所、認証保育所など）の新

設整備、改築、改修計画の策定を検討します。

基本目標４ 学校教育の充実

【施策５】質の高い学びを保証する学校体制の充実

学校経営計画に基づいて教職員が協働体制を確立し、保護者を含む市民から信頼さ

れる質の高い教育を推進することができるよう支援します。また、学校の情報を家庭

や地域に積極的に発信するとともに、双方向の意見交流を深め、互いの教育力を活用

した開かれた学校経営を推進することができるよう支援します。さらに、教員の資

質・能力を高める計画的な指導、育成を図ります。

事業名 内容
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６１ 教員の指導力向上

〈指導課〉

■学校教育の担い手である教員の専門性や人間性な

どの資質能力、新たな課題への対応力を高めるた

め、教職員それぞれの経験や職層に応じた体系的

な教員研修を企画・実施します。

■学校支援の拠点となる教育センター設置の検討を

進めます。

【施策６】質の高い学びを支える教育施設・設備の充実

子どもたちが、充実した学校生活を過ごすことができるように、学校施設の整

備・充実に努めます。安全・安心な学校づくりを一層推進するとともに、学習面、

生活面の両面から教育環境の充実を図ります。

事業名 内容

６５ 教育施設の整備

〈教育企画課〉

■子どもたちが安心して安全に学校生活が送れるよう、引き

続き施設の定期的な点検に努めるとともに、計画的に改

修・整備を実施します。施設・設備の整備にあたっては、

環境教育の視点を取入れます。

■旧桜堤小学校施設・用地の活用方法については、広い視点

に立って検討します。

基本目標５ 青少年施策の充実

【施策１】 青少年育成施策の拡充

土曜学校、地域子ども館あそべえ、学童クラブなどの取組を中心とした青少年育

成施策を拡充し、子どもたちの主体的な活動を育むとともに安心・安全を図ります。

事業名 内容

７３ 地域子ども館事業の充実

〈子ども家庭課〉

■子どもの安全な見守りを強化するため、応急手当研修やＡＥＤ

研修、消防訓練、不審者対応訓練等を定期的に実施します。

■特別な配慮が必要な子どもへの対応や、活動内容・遊び等の充

実を図るため、専門的な知識を持った職員を配置することを検

討します。

■子どもの良質な発達環境を確保するため、地域子ども館あそべ
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え事業を市の財政援助出資団体に委託するとともに、館長を正

規職員化することについて検討します。【重点的取組８】参照

７４ 地域子ども館と学童ク

ラブの連携の推進と

運営主体の一体化の

研究

〈子ども家庭課〉

〈児童青少年課〉

■地域子ども館と学童クラブでは、活動内容やスタッフ・指導員の

合同研修の実施などの連携を深めるとともに、日常的な情報交

換を行っています。引き続き、児童育成における問題意識の共

有を図ります。

■それぞれの設置目的や趣旨、日々の運営における課題などに

ついて、全児童施策、ワーク・ライフ・バランスといった観点も踏

まえ、あそべえと学童クラブの運営主体の一体化についての研

究を行います。

【重点的取組８】参照

７５ 年齢に応じた子ども

の土曜日の過ごし方

についての検討

〈子ども家庭課〉

〈児童青少年課〉

〈指導課〉

〈生涯学習スポーツ課〉

■子どもの良質な発達環境の確保と、親の子育てと仕事の両立支

援の双方の観点から、年齢に応じた子どもの土曜日の過ごし方

についての検討が課題となっています。地域子ども館あそべえ

や学童クラブ、土曜学校など、土曜日の子どもたちが安心して

過ごせる居場所の確保や年齢に応じた生涯学習機会の提供に

ついて具体的な研究を行います。

【重点的取組８】参照

７６ 学童クラブ事業の充実

〈児童青少年課〉

■学童クラブの入会資格を市立以外の小学校に就学する市内在

住の児童へも拡大します。

■学童クラブの小学校内及び隣接地への移転を推進し、登所時

の安全確保と校庭利用などによる育成環境の充実を図ります。

■指導員の日常業務に関する相談等について、専門的な見地か

ら指導のできるスタッフを配置することにより、機能の充実を図り

ます。

■学童クラブ事業を市の財政援助出資団体に委託するとともに、

指導員を正規職員化することを検討します。

【重点的取組８】参照

■学童クラブの土曜開所に向けた検討を進めます。
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基本目標７ 子どもにやさしいまちづくりの推進

【施策３】市民と協働でつくる緑化空間の整備

市民と協働でつくる緑化空間の創出として、市民との意見や地域の施設と連携を

図りながら公園緑地の整備や改修を行い、子どもにやさしいまちづくりを進めてい

きます。

事業名 内容

１２０ 公園・緑地の新設

と拡充

〈緑化環境センター〉

■公園・緑地が子どもたち、親子、そして地域にとってよりよいコミ

ュニティの場になるように、新設または改修を行う際には、ワーク

ショップや意見交換会などを行い、市民と意見・情報を交換しな

がら整備を行います。

■学校や保育園、その他地域の施設とも連携を図りながら整備を

行います。

【施策４】ユニバーサルデザインの視点の展開

ユニバーサルデザインの視点として交通バリアフリー基本構想の改定や公共施設

の改修と民間施設への働きかけを進めていきます。

事業名 内容

１２１ 公共施設の改修と

民間施設への働き

かけ

〈子ども家庭課〉

〈各事業課〉

■妊産婦や子ども連れでも安心して外出できる環境を整備するた

め、公共施設だけでなく、民間企業にも地域貢献の一環として

の取組を働きかけます。

◆建物のバリアフリー化

◆子育て世帯にやさしいトイレなどの整備

◆授乳室の設置

◆バリアフリーマップの作成・配布など
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部署名 都市整備部 吉祥寺まちづくり事務所

個別計画名 吉祥寺グランドデザイン

策定年度 平成 18 年度 対象期間 中長期

２）まちづくりの柱と個別方針

(2)巡る楽しみがある街

（略）

・将来的には、地下利用も含めた抜本的な基盤整備も視野に入れつつ、都心部における歩

行者専用・優先道路の充実、ネットワーク化を進めることが望まれる。

【具体化に向けた方策の提案】

(略)
◇荷捌き対策

・交通オペレーションの中でも、物流対策として、共同荷捌き場の整備や共同集配システ

ムの整備について、実現に向けた検討を進めていく必要が高い。配送の効率化を図り、

路上荷捌きを排除すべく、地下利用を含めた共同集配システムの構築を目指す。

・共同集配システムの構築によって配送を効率化し、配送車両も天然ガス自動車等の環境

負荷の小さいものにしていく取り組みは、交通による環境負荷軽減という面でも大きな

意義を持つ。

◇地下空間の活用も視野に入れた基盤整備の検討

・吉祥寺の都心部は低未利用地が少なく、地価水準が高い。また外延的な拡大も難しいな

ど、都心部における新たな基盤施設整備の難しさが存在する。

・昭和 30 年代以降、吉祥寺では体系的な地下駐車場の設置を前提に、各ビルの築造に際

して地下レベルを合わせるよう指導が行われた経緯がある。地下空間の活用可能性を改

めて見直し、吉祥寺大通り等の地下空間の体系化によって共同荷捌き場や自転車駐車場

を確保する可能性について検討する。

(略)

３）エリアごとのまちづくりの考え方と主な取り組み方策

④パーク吉祥寺

【エリアの主な取り組み方策】

（中略）

・施設が古くなりつつある武蔵野公会堂に関する将来展望の確立
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部署名 都市整備部 吉祥寺まちづくり事務所

個別計画名 進化するまち「NEXT－吉祥寺」プロジェクト

―吉祥寺グランドデザイン推進計画―

策定年度 平成 21 年度 対象期間 平成 21～30 年度

５．まちづくりの進め方

（略）

現在の社会経済情勢と吉祥寺における課題を考慮し、吉祥寺のまちづくりを効率よく総

合的に展開させるために、喫緊の課題であり既に着手している駅に関する整備と連動させ

た南口駅前広場の早期実現や放置自転車・荷捌き車両などの交通の課題を早期に取組んで

いきます。また、西友・有里寿駐車場を拠点とした地下駐車場構想については一時棚上げ

とするなど、施策の選択と集中を図るとともに、ソフト・ハード両面の施策により、回遊

性の向上を図るため、駅・軸・エリアの整備を組み合わせて展開します。

（略）

７．各フェーズの整備方策

協働による持続的な取組み

●荷捌き車両対策

◇共同集配システムの構築

・配送の効率化を図り、路上荷捌きを排除・減少すべく、共同集配システムの構築など、

総合的な取組みを行い、交通環境の改善や回遊性の向上を目指す。

・ 有里寿駐車場に共同荷捌き場を整備する。

● 自転車駐車場対策（買物用・通勤通学用）

◇ 路上駐輪対策（買物用）

・ 自転車駐車場は不足状態であり、暫定的な利用も多い。計画的な配置を検討する。

・ 有里寿駐車場に自転車駐車場を整備する。

・ 吉祥寺大通りや平和通りを活用した地下自転車駐車場を検討する。

・ 行政、商業者が連携して、自転車駐車場の整備や既存の施設を活用したしくみの拡大

を図る。

◇自転車駐車場整備（通勤通学用）

・ 行政、鉄道やバスなどの交通事業者が連携して自転車駐車場の整備に向けた検討を行

う。
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フェーズ 3 エリアに関する取組み

● パークエリアのまちづくり（市有地の活用等の検討）

◇ 市有地利活用

・ 平成 26 年度には築 50 年を迎える公会堂の、老朽化対策やバリアフリー対応を図るた

め、建替えを視野に入れた、市有地の利活用方策を検討する。

● イーストエリアのまちづくり

（東部地区地区計画・市有地の活用等の検討）

◇ 市有地利活用

・ 平成 26 年には築 35 年を向かえる本町コミュニティセンターの、老朽化対策やバリア

フリー対応を図るため、建替えを視野に入れた、市有地の利活用方策を検討する。

・ 現在暫定自転車駐車場として利用している低未利用地の高度利用化、居住環境の改善、

エリアの活性化等を目指し、近隣地権者との共同ビル化も視野に入れ、利活用方策を

検討する。

・ 都市整備の代替地もしくは代替床など、様々な角度から検討する。
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部署名 都市整備部 交通対策課

個別計画名 武蔵野市自転車等総合計画

策定年度 平成１７年度 対象期間 平成 17~26 年度

P12、(2)駐輪場の不足・・・武蔵野市では積極的に駐輪場整備を進めていますが、現状の

需給バランスをみると、駐輪場の収容台数の不足台数は吉祥寺駅周辺では約 1,800 台、三

鷹駅周辺では約 800 台となっています。現状では、駐輪場を整備できる土地の確保が困難

であり、需給に対応した駐輪場整備ができていません。しかしながら、武蔵境駅周辺では

JR 中央線他連続立体化事業による高架下利用の駐輪場整備が期待できます。

P14、駐輪場整備の目標値に向けての整備推進・・・設定された駐輪場整備の目標量を、

市民・民間企業・行政と協力して推進していきます。

P18、受益者負担・・・

○受益者負担の考え方の周知・・・自転車等利用者に対して、駐輪場の整備、放置自転車

等の撤去に多額の費用が使われていることを周知します。

○商業施設(商店街等)の負担・・・商業施設は来客者によって成り立っているため、人が

来客しやすくなるよう、駐輪場の整備に努めていくことを周知します。

○鉄道事業者の負担・・・鉄道事業者についても商業施設と同様に、鉄道利用客により成

り立っているため、利用しやすいよう、駐輪場の整備等の駐輪対策についての検討を促し

ます。



30

部署名 都市整備部 交通対策課

個別計画名 第 2 次武蔵野市市民交通計画(平成 19・20 年度版)
策定年度 平成 18 年度改定 対象期間 平成 15~20 年度

P4  (4)最も身近でクリーンな乗り物である自転車の積極的な活用を図るため…自転車駐

車場のなどの施設の整備を促進します。

P10 自転車駐車場の整備…自転車駐車場の整備を積極的に行い駐車台数を確保するとと

もに、利用者が使いやすいように整備・改善を実施します。また既存の平地駐車場の立体

化について検討します。全国自転車問題自治体連絡協議会で決議された大会決議に基づき、

鉄道事業者に対し、自転車等駐車対策に積極的に取り組むよう引き続き要望します。

買い物自転車駐車場の検討…買い物客が利用しやすい自転車駐車場について検討を継続す

るとともに、商店会と協力して自転車駐車場の確保を図ります。

P13 駅施設のバリアフリー化…高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるよう、エレベー

ター・エスカレーター・多機能トイレ等のバリアフリー施設の整備を、鉄道会社、東京都

および国と連携して武蔵野市交通バリアフリー基本構想に基づき推進します。
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部署名 都市整備部 住宅対策課

個別計画名 武蔵野市第二次住宅マスタープラン

策定年度 平成 13 年度 対象期間 平成 13~22 年度

第 4 章 住宅施策の展開

３．展開の方針

（４）公的住宅の改善と建替え

①市営住宅の計画的な改善・建替えの実施

  市営住宅の効率的な運用を図るため、中・長期的視点から計画的に改善や建替えを行

います。

第 6 章 計画に向けて

５．公的住宅の建替えに合わせた住環境整備の推進

（１）市営住宅の改善と建替え

110 戸の市営住宅は、計画的で効率的な修繕や、改善、建替えが必要になっています。

すべての市営住宅を調査し、実態に即した既存ストックの活用計画を策定します。また、

適切な手法を用いて、周辺の住環境に配慮した良質な建替えまたは改善事業を進めます。
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部署名 都市整備部 住宅対策課

個別計画名 武蔵野市市営住宅ストック総合活用計画

策定年度 平成 15 年度 対象期間 平成 15~24 年度

第３章 ストック活用方針

２．目標戸数

市営住宅 110 戸と福祉型住宅 181 戸、併せて 291 戸の現状戸数を維持することを目標と

します。

第４章 活用手法の選定とストック活用計画

３．事業化の検討

 (1)建替事業

「建替え」を選定した北町第一住宅と西久保住宅の事業化を検討します。

①北町第一住宅

（略）補助事業の活用を前提に、「公営住宅整備事業」により建替えを行い、地震や火災

などに対する安全対策、エレベーターの設置などのバリアフリー対策および適正な居住水

準の確保をはかり、自然エネルギーの有効活用や資材のリサイクルなどにも配慮します。

なお、本事業は、今後策定される「武蔵野市第四期長期計画」に位置付け、計画期間内の

事業化をめざします。

②西久保住宅

（略）補助事業の活用を前提に、用途廃止後に「公営住宅整備事業」により建替えを行い、

安全対策やパリアフリー対策および適正な居住水準の確保をはかり、自然エネルギーの有

効活用などにも配慮します。なお、本事業は、今後策定される『武蔵野市第四期長期計

画」に位置付け、計画期間内の事業化をめざします。

(2)改善事業

「改善」を選定した関前住宅と北町第二住宅の事業化を検討します。

①関前住宅

（略）『公営住宅ストック改善事業」により、手摺の設置や段差解消、浴室や便所などの

改善、緑化や駐輪場などの屋外オーブンスペースの整備や外壁防水塗装などの個別改善を

行い、改善に併せて大規模修繕を行うなど、効率的に事業を行います。なお、本事業は計

画期間内の前期(平成 15～19 年)の実施をめざします.
②北町第二住宅

（略）「改良住宅ストック改善事業」により、手摺の設置や段差解消、浴室や便所などの

改善・屋外オープンスペースの整備や外壁防水塗装などの個別改善を行い、改善に併せて

大規模修繕を行います。なお、本事業は計画期間内の後期(平成 20～24 年)の実施をめざし

ます。
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部署名 都市整備部 緑化環境センター

個別計画名 緑の基本計画 2008
策定年度 平成 20 年度 対象期間 平成 20~39 年度

第４章 将来像を実現するための施策

３．施策内容

○拠点や身近な緑をつくる

★【施策１】公園緑地の整備・拡充

●整備方針に基づき計画的に整備・拡充します

「都市公園の整備の方針」に基づき、計画的に公園緑地を整備・拡充し、今後 10 年間

で 2ha 以上の公園緑地を確保します。

整備・拡充にあたっては、まずその地域において必要とされる公園緑地としての機能の

充実を前提に、ワークショップなどの手法を活用し、計画段階から地域の意向を把握する

とともに、整備後に地域でどのように公園緑地を活用・維持管理していくかのアイデアや

ルールを話し合い、地域で公園緑地を見守る仕組みにつなげていきます。

●様々な手法を用いた用地の確保を進めます

公園用地の確保などのための資金である公園緑化基金を、引き続き活用・増資し、用地

を確保します。特に既存の公園緑地や公有地と隣接する用地を積極的に確保し、緑をつな

げていきます。用地確保が困難な地域においては、借地公園制度を積極的に活用します。

用地確保のため、市民に土地取引に関する情報提供を呼びかけ情報収集に努めます。ま

た民間事業者との競争を踏まえ、土地取得の新たな仕組みとして市民緑化基金（仮称）の

創設を検討します。

★【施策１７】公園の改修（リニューアル）

●地域ニーズを反映した公園改修を進めます

既存の公園緑地については、計画的に改修（リニューアル）を行うため、公園緑地の立

地環境や地域住民や利用のニーズ・実態に合った、中長期的な改修計画を５年以内に策定

します。今後はこの計画に基づき効率的・効果的に改修を進めていきます。

今ある公園緑地を改修することによって、これまでになかった新たな機能や役割をもた

せ、緑の再生を通して地域コミュニティの活性化を図っていきます。

公園緑地の整備・改修内容を市民のニーズに応えたものとするためには、定期的な利用実

態調査などの実施に加え、子どもたちを含めた住民参加型の手法としてワークショップや

コンペをさらに取り入れていくことが必要です。既存の公園緑地のもつポテンシャルを活

かし、用地取得のコストをかけずに、魅力ある公園緑地を効率的に増やしていきます。
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部署名 教育部 教育企画課

個別計画名 武蔵野市学校教育計画

策定年度 平成 21 年度 対象期間 平成 22~26 年度

第Ⅲ章 武蔵野市の学校教育に関する現状と課題

２ 学校の状況について

２－１ 学校施設・教員・組織の状況について

本市には、市立小学校が 12 校、市立中学校が 6 校あります。昭和 30 年代から 40 年代

に立てられた校舎もありますが、今まで計画的に保全工事を行ってきました。また、耐震

基準が不足する校舎については、平成 20・21 年度にかけたい新補強工事を実施いたしま

した。今後も引き続き、必要な改修を行い、保全に努めていきます。

第Ⅳ章 武蔵野市が目指す学校教育

２ 武蔵野市が進める重点的な取組

【重点１】学びの基盤づくり

○教育センターの検討

   これまで学校単位で取組んできた研究成果等を集約し、教育の資質の向上及び、各

学校の業務の効率化を図るため、以下の機能などを併せもった教育センターの設置に

ついて検討します。

・ 優れた教材等教育に関する情報の集積

・ 新たな教育課題に向けての調査・研究

・ 教育の研修機能や相談機能の充実

・ 地域の人材等を活用した学校支援に関するコーディネート機能

第Ⅴ章 施策の体系

[基本方針 6]質の高い学びを支える教育施設・設備の充実を図ります。

  子どもたちが、充実した学校生活を過ごすことができるように、学校施設の整備・充

実に努めます。定期的な点検・整備を行い、安全・安心な学校づくりを一層推進するとと

もに、学習、生活の両面から教育環境を充実します。また、教員の職務の効率化・事務処

理の軽減等のため、校務用のＩＣＴ環境を整備します。

２２ 教育施設の整備

子どもたちが安心して学校生活が送れるよう、引き続き施設の定期的な点検に努めると

ともに、計画的に改修・整備を実施します。施設・設備の整備にあたっては、環境教育の

視点を取り入れます。
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部署名 教育部 生涯学習スポーツ課

個別計画名 武蔵野市生涯学習計画

策定年度 平成 22 年度 対象期間 平成 22~31 年度

２ 武蔵野市の生涯学習をめぐる現状

■ 武蔵野市の生涯学習関連施策の経緯と現状

（略）

○ 平成 23 年の夏には、武蔵境駅南口に、図書館・生涯学習支援・市民活動支援・青少年

活動支援および青少年活動支援の各機能を有する武蔵野プレイスを開設し、各種事業

の開始を予定しています。武蔵野プレイスの開設により、昭和 60 年の第二期長期計

画・第一次調整計画において示された市内 3 駅勢圏に図書館を 1 館ずつ設置する図書

館３館構想が完成します。

■ 施策概要

基本目標１ 学びを育む基礎づくり

１－１ 人それぞれの「学びはじめ」の支援

基本施策１－１－１ 乳幼児教育・家庭教育の支援

市ではこれまでも、保育園や幼稚園において環境教育や食育を実施している他、0123 吉

祥寺、０１２３はらっぱ、桜堤児童館等、自由来所型の施設においても、子育てに関する

さまざまな講習会や講演会の機会を設けてきました。また、保健センターでは「育児」と

いう視点で、乳幼児と保護者を対象とした学習の機会を設けています。

生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期である乳幼児期における学び

や、個々の家族の家庭教育を支援するために、親と子の絆、家族のふれあいを育む生涯学

習事業を実施していきます。なお、市民会館事業については、平成 23 年度の武蔵野プレ

イス開設に伴い、桜堤児童館等の事業と一体的に調整のうえ、乳幼児対象事業の全市的展

開に沿った体系的な事業運営を図ります。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

母と子の教室、親と

子の広場

子育て応援講座、親子リトミック・わらべうた 幼児

保護者

生涯学習スポー

ツ課（市民会館）



36

１－２ 誰でも、いつでも、どこでも学べる環境づくり

基本施策１－２－１ 図書館サービスの充実

知の宝庫ともいえる図書館は、市民の学びにとって拠点となる施設です。図書館基本計

画の基本計画では、「市民の課題解決を支援し、生涯学習に役立つ多様な情報を提供する」

「身近に本のある豊かなライフスタイルを提案する」等の図書館の将来像が提案されてい

ます。武蔵野プレイスの開設により実現されることとなる 3 館構想をさらに推進し、生涯

学習の基盤となる図書館施策の充実を図ります。

事業（例）

（◎は新規事業）

事業概要 主対象 主管課

◎図書館運営の充

実

図書館施設・機能の充実、安心して利用できる図

書館環境の構築、質の高いサービスを支える体制

の整備

市民 図書館

◎図書館サービス

の充実

地域の情報拠点としての情報の蓄積、関係機関と

連携したサービスの充実、図書館の活用と情報収

集の支援、市民の学びと課題解決の支援、利用

者対象別の図書館サービスの充実

市民 図書館

基本施策１－２－２ 武蔵野プレイスにおける機能連携

平成 23 年に開設される武蔵野プレイスは、さまざまなライフステージに対応した滞在

型の図書館、市民相互や各種機関との連携を重視した生涯学習支援、開かれたネットワー

ク形成を支援する市民活動支援機能、居場所としての役割を担う青少年活動支援機能とい

う４つの機能を有します。それぞれの機能を充実させるとともに各機能を融合させ、新た

な事業構築を図ります。また、大学や研究機関・企業、NPO 等地域の機関や活動との連

携により、多様な事業展開を進めます。

事業（例）

（◎は新規事業）

事業概要 主対象 主管課

◎武蔵野プレイス

の開設

・地域の教育機関、企業および施設と連携し

たコンソーシアム型の講演会・公開講座・

シンポジウムの開催

・武蔵野地域自由大学の運営

・「地域アーカイブ」システムの構想による市

関係映像情報等のデジタル化による保存・

継承および共有化

市民

市民活動

団体

青少年

プレイス開設準備室

図書館

市民協働推進課

児童青少年課

生涯学習スポーツ課
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基本目標５ 生涯学習社会基盤の強化

基本施策５－１－４ 市民会館等既存施設の有効活用

平成 23 年度の武蔵野プレイス開設に伴い、地域・機能がともに重複する市民会館につ

いては、一部の機能を見直し有効活用します。また、市内の公共的施設で行われているそ

の他の生涯学習活動についても、既存施設を有効利用して身近な生涯学習の場を広げてい

きます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

市民会館事業の検

討

武蔵野プレイスと機能が重なる図書室の発展

的解消によるスペースの有効活用

市民 生涯学習スポーツ課

学校施設開放事業 学習、文化、スポーツ等の生涯学習活動のた

めの学校施設貸出し

成人 生涯学習スポーツ課
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部署名 教育部 生涯学習スポーツ課

個別計画名 武蔵野市スポーツ振興計画

策定年度 平成 21 年度 対象期間 平成 21~30 年度

第３章 基本方針

３ 既存資源の有効活用

（１）既存の施設や場の活用

市内の様々なところで、スポーツができる場が求められています。地域の身近にある

公園や歩道、総合体育館や陸上競技場等のスポーツ施設、コミュニティセンターや学校

施設なども活用していきます。また、市内の大学や民間企業等の施設とも連携していき

ます。

①身近な公園などの活用 （★4：重点施策）

身体を動かせるような空間があれば、一人でも簡単なスポーツをすることは可能です。

身近な公園での体操や、通勤・通学時のウォーキング、朝夕の散歩など、日常生活での

スポーツへの取組に向けて、公園や歩道などの身近な施設の有効活用を図ります。

②スポーツ関連施設の活用

地域でスポーツをする場を確保するという視点から、コミュニティセンターや小中学

校の施設開放などの更なる有効活用について、検討します。

また、総合体育館や陸上競技場などは、市民のニーズを踏まえた施設の整備や活用を

進めていきます。

【基本施策３（１）

①】

平成 21 年度～平成 25 年度 平成 26 年度～平成 30 年度

身近な公園などの活用 既存事業：事業の拡充→事業内容の検

討→実施

新規事業：事業内容の検討→効果的な

展開→実施 施

施策の見直し→事業内容の検討

【基本施策３（１）

②】

平成 21 年度～平成 25 年度 平成 26 年度～平成 30 年度

スポーツ関連施設の活用 既存事業：事業の拡充→事業内容の検

討→実施

施策の見直し→事業内容の検討
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部署名 教育部 図書館

個別計画名 武蔵野市図書館基本計画

策定年度 平成 22 年度 対象期間 平成 22~31 年度

第 4 章

１図書館施設・機能の充実

施設の改修等を計画的に進め、機能向上を図るとともに、他の公共施設との連携により、

身近な場所での図書館サービスの提供を検討します。また、新たな図書館業務システムの

導入により図書館運営の効率化を進め、利用者サービスの向上を図ります。

①公共施設を利用した図書館機能の充実

武蔵野プレイスの開館により、武蔵野市内の各駅勢圏に１館ずつの図書館を整備する、

いわゆる３館構想が実現することとなります。

今後の武蔵野市の財政需要等を踏まえると、新たな地域館を整備することは困難な状況

ではありますが、さらに高齢化が進むことを想定すれば、図書館から一定の距離がある地

域へのサービス提供や、来館が困難な人へのサービスの提供も重要となります。

このため、既存公共施設を活用したサービス窓口の開設やブックポストの整備を進める

とともに、利用困難者等に対する配本サービスや団体貸出制度の充実を図ることで、図書

館機能を充実していきます。
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武蔵野市公共施設配置の在り方検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 第五期基本構想・長期計画の策定にあたり、今後の公共施設の配置の在り方

について、庁内での考え方の整理を行うため、武蔵野市公共施設配置の在り方検討

委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。

（所管事項）

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 今後の公共施設の配置の在り方に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、検討委員会が今後の公共施設の配置の在り方を検討す

るために必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 検討委員会は、別表第１に掲げる職にある者をもって組織し、市長が委嘱し、

又は任命する。

（委員長等）

第４条 検討委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員長は企画政策室を担任

する副市長の職にある者を、副委員長は都市整備部を担任する副市長の職にある者

をもって充てる。

２ 委員長は、会務を総括し、検討委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

（設置期間）

第５条 検討委員会の設置期間は、平成 23年３月 31 日までとする。

（会議）

第６条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

２ 検討委員会が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又

は意見を聴くことができる。

（作業部会）

第７条 検討委員会に、別表第２に掲げる職にある者をもって組織する作業部会（以

下「作業部会」という。）を設置する。

２ 作業部会に部会長及び副部会長各１人を置き、部会長は企画政策室長の職にある

者を、副部会長は企画調整課長の職にある者をもって充てる。

３ 作業部会は、検討委員会から提示された項目について課題整理を行い、検討委員

会に報告する。

（庶務）

第８条 検討委員会の庶務は、企画政策室企画調整課が行う。
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（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会について必要な事項は、市長が別

に定める。

   付 則

この要綱は、平成 21年 11 月 11 日から施行する。

  付 則

この要綱は、平成 21年 12 月１日から適用する。

  付 則

この要綱は、平成 22年４月１日から適用する。

別表第１（第３条関係）

職

企画政策室を担任する副市長

都市整備部を担任する副市長

企画政策室長

企画政策室市民協働担当部長

総務部長

財務部長

健康福祉部長

子ども家庭部長

都市整備部長

教育部長

別表第２（第７条関係）

職

企画政策室長

企画政策室企画調整課長

企画政策室企画調整課政策調整担当課長

企画政策室市民協働推進課長

財務部財政課長

財務部施設課長

健康福祉部高齢者支援課長

健康福祉部高齢者支援課地域支援担当課長

健康福祉部障害者福祉課長
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子ども家庭部子ども家庭課長

子ども家庭部児童青少年課長

子ども家庭部保育課長

都市整備部まちづくり推進課長

都市整備部交通対策課長

都市整備部緑化環境センター所長

教育部教育企画課長

教育部生涯学習スポーツ課長

教育部図書館長
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